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議案第 68 号

専決処分につき承認を求めることについて（盛岡市市税条例等の一部を改正する条例）

１ 改正の趣旨

第 204回通常国会において「地方税法等の一部を改正する法律案」が，可決，成立し公布され

たことに伴い，盛岡市市税条例の一部を改正する必要が生じたことから，地方自治法（昭和22年

法律第67号）第 179条第１項の規定に基づく専決処分により改正したものである。

２ 改正の内容

(1) 個人市民税関係

  ア 住宅借入金等特別税額控除について，令和３年12月31日までとしている入居期限を１年延

長する等の措置を講ずる。

イ 源泉徴収関係書類の電子提出に係る税務署長の承認を不要とする。

(2) 固定資産税・都市計画税関係

ア 土地の評価替えに伴う税負担の緩和措置の適用期限を令和６年３月31日まで延長する。

イ 令和３年度に限り，評価替えにより課税標準額が増加する土地について，令和２年度の課

税標準額に据え置く措置を講ずる。

(3) 軽自動車税関係

   ア 軽自動車税の環境性能割について，税率区分が見直されることに伴う必要な規定の整備を

行う。

イ 軽自動車税の環境性能割の税率を１％軽減する特例措置の適用期限を９箇月延長し、令和

３年12月31日までに取得したものを対象とする。

  ウ 軽自動車税の種別割について，令和３年４月１日から令和５年３月31日までに新車登録さ

れた営業用乗用車及び軽貨物自動車において，一定の環境性能を有する場合は軽減措置の適

用を２年間延長し，登録された翌年度に限り軽減税率を適用する。

(4) その他

法令等の改正に伴う必要な規定の整備を行う。

３ 施行期日

(1) 第２条 公布の日

(2) 第１条及び第３条 令和３年４月１日
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【第１条】盛岡市市税条例の一部を改正する条例新旧対照表

改正後 改正前

○盛岡市市税条例 ○盛岡市市税条例

昭和25年９月１日条例第16号 昭和25年９月１日条例第16号

改正 略 改正 略

令和３年３月31日条例第21号

盛岡市市税条例 盛岡市市税条例

目次及び第１条から第38条の２まで 略 目次及び第１条から第38条の２まで 略

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書）

第38条の２の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定する申告

書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは，当該申告書の提出の際に経由すべき

同項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに，施行規則で定

めるところにより，次に掲げる事項を記載した申告書を，当該給与支払者

を経由して，市長に提出しなければならない。

第38条の２の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定する申告

書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」とい

う。）で市内に住所を有するものは，当該申告書の提出の際に経由すべき

同項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに，施行規則で定

めるところにより，次に掲げる事項を記載した申告書を，当該給与支払者

を経由して，市長に提出しなければならない。

(１) 当該給与支払者の氏名又は名称 (１) 当該給与支払者の氏名又は名称

(２) 扶養親族の氏名 (２) 扶養親族の氏名

(３) その他施行規則で定める事項 (３) その他施行規則で定める事項

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与

所得者で市内に住所を有するものは，その年の中途において当該申告書に

記載した事項について異動を生じた場合には，前項又は法第317条の３の２

第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける

日の前日までに，施行規則で定めるところにより，その異動の内容その他

施行規則で定める事項を記載した申告書を，当該給与支払者を経由して，

市長に提出しなければならない。

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与

所得者で市内に住所を有するものは，その年の中途において当該申告書に

記載した事項について異動を生じた場合には，前項又は法第317条の３の２

第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける

日の前日までに，施行規則で定めるところにより，その異動の内容その他

施行規則で定める事項を記載した申告書を，当該給与支払者を経由して，

市長に提出しなければならない。

３ 前２項の場合において，これらの規定による申告書がその提出の際に経

由すべき給与支払者に受理されたときは，その申告書は，その受理された

日に市長に提出されたものとみなす。

３ 前２項の場合において，これらの規定による申告書がその提出の際に経

由すべき給与支払者に受理されたときは，その申告書は，その受理された

日に市長に提出されたものとみなす。

４ 給与所得者は，第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由

すべき給与支払者が施行令第48条の９の７の２において準用する施行令第

８条の２の２に規定する要件を満たす場合には，施行規則で定めるところ

により，当該申告書の提出に代えて，当該給与支払者に対し，当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であつて施行規則で定めるものをいう。

次条第４項及び第45条の15第３項において同じ。）により提供することが

できる。

４ 給与所得者は，第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由

すべき給与支払者が所得税法第198条第２項に規定する納税地の所轄税務

署長の承認を受けている      場合には，施行規則で定めるところ

により，当該申告書の提出に代えて，当該給与支払者に対し，当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であつて施行規則で定めるものをいう。

次条第４項          において同じ。）により提供することが

できる。

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については，

同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と，「給与

支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」

と，「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については，

同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と，「給与

支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」

と，「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書）

第38条の２の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規定する

申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受けるものを除く。以

下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であつて，

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者（以下この条において

「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは，当該申告

書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等の支払者（以下この

条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の

支払を受ける日の前日までに，施行規則で定めるところにより，次に掲げ

る事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由して，市長に提

出しなければならない。

第38条の２の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規定する

申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受けるものを除く。以

下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であつて，

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者（以下この条において

「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは，当該申告

書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等の支払者（以下この

条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の

支払を受ける日の前日までに，施行規則で定めるところにより，次に掲げ

る事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由して，市長に提

出しなければならない。

(１) 当該公的年金等支払者の名称 (１) 当該公的年金等支払者の名称

(２) 扶養親族の氏名 (２) 扶養親族の氏名

(３) その他施行規則で定める事項 (３) その他施行規則で定める事項

２ 前項又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書を公的年金等支

払者を経由して提出する場合において，当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法

第317条の３の３第１項の規定による申告書に記載した事項と異動がない

ときは，公的年金等受給者は，当該公的年金等支払者が所得税法第203条の

６第２項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り，施行規則

で定めるところにより，前項又は法第317条の３の３第１項の規定により記

載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の

２ 前項又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書を公的年金等支

払者を経由して提出する場合において，当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法

第317条の３の３第１項の規定による申告書に記載した事項と異動がない

ときは，公的年金等受給者は，当該公的年金等支払者が所得税法第203条の

６第２項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り，施行規則

で定めるところにより，前項又は法第317条の３の３第１項の規定により記

載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の
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改正後 改正前

３の３第１項の規定による申告書を提出することができる。 ３の３第１項の規定による申告書を提出することができる。

３ 第１項の場合において，同項の規定による申告書がその提出の際に経由

すべき公的年金等支払者に受理されたときは，その申告書は，その受理さ

れた日に市長に提出されたものとみなす。

３ 第１項の場合において，同項の規定による申告書がその提出の際に経由

すべき公的年金等支払者に受理されたときは，その申告書は，その受理さ

れた日に市長に提出されたものとみなす。

４ 公的年金等受給者は，第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべ

き公的年金等支払者が施行令第48条の９の７の３において準用する施行令

第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には，施行規則で定めるとこ

ろにより，当該申告書の提出に代えて，当該公的年金等支払者に対し，当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

４ 公的年金等受給者は，第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべ

き公的年金等支払者が所得税法第203条の６第６項に規定する納税地の所

轄税務署長の承認を受けている    場合には，施行規則で定めるとこ

ろにより，当該申告書の提出に代えて，当該公的年金等支払者に対し，当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については，

同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と，「公的

年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を

受けたとき」と，「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については，

同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と，「公的

年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を

受けたとき」と，「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

第38条の３から第45条の13の２まで 略 第38条の３から第45条の13の２まで 略

（特別徴収税額） （特別徴収税額）

第45条の14 第45条の13の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額

は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号に掲げる税額とする。

第45条の14 第45条の13の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額

は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号に掲げる税額とする。

(１) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第１項の規定による申

告書（以下この条，次条第２項及び第３項並びに第45条の16第１項にお

いて「退職所得申告書」という。）に，その支払うべきことが確定した

年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされ

たもの（次号及び次条第１項において「支払済みの他の退職手当等」と

いう。）がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額につ

いて第45条の９及び第45条の10の規定を適用して計算した税額

(１) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第１項の規定による申

告書（以下本条，次条第２項及び       第45条の16第１項にお

いて「退職所得申告書」という。）に，その支払うべきことが確定した

年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされ

たもの（次号及び次条第１項において「支払済みの他の退職手当等」と

いう。）がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額につ

いて第45条の９及び第45条の10の規定を適用して計算した税額

(２) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に，支払済

みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退

職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第45

条の９及び第45条の10の規定を適用して計算した税額から，その支払済

みの他の退職手当等につき第45条の13の規定により徴収された又は徴収

されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

(２) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に，支払済

みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退

職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第45

条の９及び第45条の10の規定を適用して計算した税額から，その支払済

みの他の退職手当等につき第45条の13の規定により徴収された又は徴収

されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

２ 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告

書を提出していないときは，第45条の13の規定により徴収すべき分離課税

に係る所得割の額は，その支払う退職手当等の金額について第45条の９及

び第45条の10の規定を適用して計算した税額とする。

２ 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告

書を提出していないときは，第45条の13の規定により徴収すべき分離課税

に係る所得割の額は，その支払う退職手当等の金額について第45条の９及

び第45条の10の規定を適用して計算した税額とする。

（退職所得申告書） （退職所得申告書）

第45条の15 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受ける

べき日の属する年の１月１日現在において市の区域内に住所を有するもの

は，その支払を受ける時までに，施行規則第５号の９様式による申告書を，

その退職手当等の支払者を経由して，市長に提出しなければならない。こ

の場合において，支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を

提出するときは，当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第

328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

第45条の15 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受ける

べき日の属する年の１月１日現在において市の区域内に住所を有するもの

は，その支払を受ける時までに，施行規則第５号の９様式による申告書を，

その退職手当等の支払者を経由して，市長に提出しなければならない。こ

の場合において，支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を

提出するときは，当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第

328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

２ 前項の場合において，退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職

手当等の支払者に受理されたときは，その退職所得申告書は，その受理さ

れた時に市長に提出されたものとみなす。

２ 前項の場合において，退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職

手当等の支払者に受理されたときは，その退職所得申告書は，その受理さ

れた時に市長に提出されたものとみなす。

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は，退職所得申告書の提出の際に

経由すべき退職手当等の支払をする者が施行令第48条の18において準用す

る施行令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には，施行規則で定

めるところにより，当該退職所得申告書の提出に代えて，当該退職手当等

の支払をする者に対し，当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方

法により提供することができる。

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については，

同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事

項を」と，「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者

が提供を受けたとき」と，「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」

とする。

第45条の16から第74条の２まで 略 第45条の16から第74条の２まで 略

（環境性能割の税率） （環境性能割の税率）

第74条の３ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能

割の税率は，当該各号に定める率とする。

第74条の３ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能

割の税率は，当該各号に定める率とする。

(１) 法第451条第１項（同条第４項又は第５項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの 100分の１

(１) 法第451条第１項（同条第４項     において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの 100分の１

(２) 法第451条第２項（同条第４項又は第５項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの 100分の２

(２) 法第451条第２項（同条第４項     において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの 100分の２
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改正後 改正前

(３) 法第451条第３項の規定の適用を受けるもの 100分の３ (３) 法第451条第３項の規定の適用を受けるもの 100分の３

第74条の４から第150条まで 略 第74条の４から第150条まで 略

附 則 附 則

第１条から第７条の２まで 略 第１条から第７条の２まで 略

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）

第７条の２の２ 法附則第15条第２項第１号に規定する割合は，２分の１と

する。

第７条の２の２ 法附則第15条第２項第１号に規定する割合は，２分の１と

する。

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する割合は，４分の３とする。 ２ 法附則第15条第２項第５号に規定する割合は，４分の３とする。

３ 法附則第15条第27項第１号イに規定する設備について同号に規定する割

合は，３分の２とする。

３ 法附則第15条第30項第１号イに規定する設備について同号に規定する割

合は，３分の２とする。

４ 法附則第15条第27項第１号ロに規定する設備について同号に規定する割

合は，３分の２とする。

４ 法附則第15条第30項第１号ロに規定する設備について同号に規定する割

合は，３分の２とする。

５ 法附則第15条第27項第１号ハに規定する設備について同号に規定する割

合は，３分の２とする。

５ 法附則第15条第30項第１号ハに規定する設備について同号に規定する割

合は，３分の２とする。

６ 法附則第15条第27項第１号ニに規定する設備について同号に規定する割

合は，３分の２とする。

６ 法附則第15条第30項第１号ニに規定する設備について同号に規定する割

合は，３分の２とする。

７ 法附則第15条第27項第２号イに規定する設備について同号に規定する割

合は，４分の３とする。

７ 法附則第15条第30項第２号イに規定する設備について同号に規定する割

合は，４分の３とする。

８ 法附則第15条第27項第２号ロに規定する設備について同号に規定する割

合は，４分の３とする。

８ 法附則第15条第30項第２号ロに規定する設備について同号に規定する割

合は，４分の３とする。

９ 法附則第15条第27項第２号ハに規定する設備について同号に規定する割

合は，４分の３とする。

９ 法附則第15条第30項第２号ハに規定する設備について同号に規定する割

合は，４分の３とする。

10 法附則第15条第27項第３号イに規定する設備について同号に規定する割

合は，２分の１とする。

10 法附則第15条第30項第３号イに規定する設備について同号に規定する割

合は，２分の１とする。

11 法附則第15条第27項第３号ロに規定する設備について同号に規定する割

合は，２分の１とする。

11 法附則第15条第30項第３号ロに規定する設備について同号に規定する割

合は，２分の１とする。

12 法附則第15条第27項第３号ハに規定する設備について同号に規定する割

合は，２分の１とする。

12 法附則第15条第30項第３号ハに規定する設備について同号に規定する割

合は，２分の１とする。

13 法附則第15条第30項に規定する割合は，３分の２とする。 13 法附則第15条第34項に規定する割合は，３分の２とする。

14 法附則第15条第34項に規定する割合は，３分の１とする。 14 法附則第15条第38項に規定する割合は，３分の１とする。

15 法附則第15条第35項に規定する割合は，３分の２とする。 15 法附則第15条第39項に規定する割合は，３分の２とする。

16 法附則第15条第41項に規定する割合は，零とする。

16 法附則第15条の８第２項に規定する割合は，３分の２とする。 17 法附則第15条の８第２項に規定する割合は，３分の２とする。

17 法附則第64条に規定する割合は，零とする。 18 法附則第64条に規定する割合は，零とする。

第７条の３から第７条の11まで 略 第７条の３から第７条の11まで 略

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資

産税の特例に関する用語の意義）

（土地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資

産税の特例に関する用語の意義）

第８条 次条から附則第12条の２までにおいて，次の各号に掲げる用語の意

義は，当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

第８条 次条から附則第12条の２までにおいて，次の各号に掲げる用語の意

義は，当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

(１) 農地 法附則第17条第１号 (１) 農地 法附則第17条第１号

(２) 宅地等 法附則第17条第２号 (２) 宅地等 法附則第17条第２号

(３) 住宅用地 法附則第17条第３号 (３) 住宅用地 法附則第17条第３号

(４) 商業地等 法附則第17条第４号 (４) 商業地等 法附則第17条第４号

(５) 負担水準 法附則第17条第８号イ (５) 負担水準 法附則第17条第８号イ

(６) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第６項（附則第

11条の場合には，法附則第19条第２項において準用する法附則第18条第

６項）

(６) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第６項（附則第

11条の場合には，法附則第19条第２項において準用する法附則第18条第

６項）

(７) 市街化区域農地 法附則第19条の２第１項 (７) 市街化区域農地 法附則第19条の２第１項

（令和４年度又は令和５年度における土地の価格の特例） （令和元年度又は令和２年度における土地の価格の特例）

第８条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を

有すると認められる地域において地価が下落し，かつ，市長が土地の修正

前の価格（法附則第17条の２第１項に規定する修正前の価格をいう。）を

当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著し

く均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税

の課税標準は，第51条の規定にかかわらず，令和４年度分又は令和５年度

分の固定資産税に限り，当該土地の修正価格（同項に規定する修正価格を

いう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。

第８条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を

有すると認められる地域において地価が下落し，かつ，市長が土地の修正

前の価格（法附則第17条の２第１項に規定する修正前の価格をいう。）を

当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著し

く均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税

の課税標準は，第51条の規定にかかわらず，令和元年度分又は令和２年度

分の固定資産税に限り，当該土地の修正価格（同項に規定する修正価格を

いう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和４年度適用土地又は令和４年度

類似適用土地であつて，令和５年度分の固定資産税について前項の規定の

適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課

税標準は，第51条の規定にかかわらず，修正された価格（法附則第17条の

２第２項に規定する修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に登録さ

れたものとする。

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和元年度適用土地又は令和元年度

類似適用土地であつて，令和２年度分の固定資産税について前項の規定の

適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課

税標準は，第51条の規定にかかわらず，修正された価格（法附則第17条の

２第２項に規定する修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に登録さ

れたものとする。

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定 （宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定
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改正後 改正前

資産税の特例） 資産税の特例）

第９条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産

税の額は，当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が，当該宅地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に，当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準額となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３の２の規定の

適用を受ける宅地等であるときは，当該価格に同条に定める率を乗じて得

た額。以下この条において同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した

額（令和３年度分の固定資産税にあつては，前年度分の固定資産税の課税

標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又

は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であると

きは，当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合

には，当該宅地等調整固定資産税額とする。

第９条 宅地等に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産

税の額は，当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が，当該宅地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に，当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準額となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３の２の規定の

適用を受ける宅地等であるときは，当該価格に同条に定める率を乗じて得

た額。以下この条において同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した

額                                

    （当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又

は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であると

きは，当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合

には，当該宅地等調整固定資産税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び令和５年度

分     の宅地等調整固定資産税額は，当該宅地等調整固定資産税額

が，当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準額となるべき

価格に10分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは，当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には，同項の規

定にかかわらず，当該固定資産税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から平成32年度ま

での各年度分の宅地等調整固定資産税額は，当該宅地等調整固定資産税額

が，当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準額となるべき

価格に10分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは，当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には，同項の規

定にかかわらず，当該固定資産税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令和５年度

分     の宅地等調整固定資産税額は，当該宅地等調整固定資産税額

が，当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

に10分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは，当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額に満たない場合には，同項の規定にかか

わらず，当該固定資産税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から平成32年度ま

での各年度分の宅地等調整固定資産税額は，当該宅地等調整固定資産税額

が，当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

に10分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは，当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額に満たない場合には，同項の規定にかか

わらず，当該固定資産税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下の

ものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の額

は，第１項の規定にかかわらず，当該商業地等の当該年度分の固定資産税

に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは，前年度分の固定資産税の課

税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」という。）とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下の

ものに係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額

は，第１項の規定にかかわらず，当該商業地等の当該年度分の固定資産税

に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは，前年度分の固定資産税の課

税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」という。）とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるもの

に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の額は，第

１項の規定にかかわらず，当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条

の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは，当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「商

業地等調整固定資産税額」という。）とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるもの

に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の額は，第

１項の規定にかかわらず，当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条

の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは，当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「商

業地等調整固定資産税額」という。）とする。

第10条 令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の算定につ

いては，地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号。附則第

17条の３において「令和３年改正法」という。）附則第22条第１項の規定

に基づき，法附則第18条の３（法附則第21条の２第２項において準用する

場合を含む。）の規定は適用しない。

第10条 平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の算定につ

いては，地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第３号。附則第

17条の３において「平成30年改正法」という。）附則第22条第１項の規定

に基づき，法附則第18条の３（法附則第21条の２第２項において準用する

場合を含む。）の規定は適用しない。

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資

産税の特例）

（農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資

産税の特例）

第11条 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税

の額は，当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が，当該農地に係る当

該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農

地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条か

ら第15条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは，当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。）

第11条 農地に係る平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税

の額は，当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が，当該農地に係る当

該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農

地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条か

ら第15条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは，当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額            ）
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改正後 改正前

に，当該農地の当該年度の次表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ，同

表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額（令和３年度分の固定資産税

にあつては，前年度分の固定資産税の課税標準額）を当該農地に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産

税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には，当該

農地調整固定資産税額とする。

に，当該農地の当該年度の次表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ，同

表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額             

                       を当該農地に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産

税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には，当該

農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分 負担調整率 負担水準の区分 負担調整率

0.9以上のもの 1.025 0.9以上のもの 1.025

0.8以上0.9未満のもの 1.05 0.8以上0.9未満のもの 1.05

0.7以上0.8未満のもの 1.075 0.7以上0.8未満のもの 1.075

0.7未満のもの 1.1 0.7未満のもの 1.1

第12条及び第12条の２ 略 第12条及び第12条の２ 略

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税）

第12条の３ 法第451条第１項第１号（同条第４項又は第５項において準用す

る場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以

下この条において同じ。）に対しては，当該３輪以上の軽自動車の取得が

令和元年10月１日から令和３年12月31日までの間（附則第13条第３項にお

いて「特定期間」という。）に行われたときに限り，第73条第１項の規定

にかかわらず，軽自動車税の環境性能割を課さない。

第12条の３ 法第451条第１項第１号（同条第４項     において準用す

る場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以

下この条において同じ。）に対しては，当該３輪以上の軽自動車の取得が

令和元年10月１日から令和３年３月31日までの間（附則第13条第３項にお

いて「特定期間」という。）に行われたときに限り，第73条第１項の規定

にかかわらず，軽自動車税の環境性能割を課さない。

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）

第12条の４ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は，当分の間，第１章第２

節の規定にかかわらず，岩手県が自動車税の環境性能割の賦課徴収の例に

より行うものとする。

第12条の４ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は，当分の間，第１章第２

節の規定にかかわらず，岩手県が自動車税の環境性能割の賦課徴収の例に

より行うものとする。

２ 岩手県知事は，当分の間，前項の規定により行う軽自動車税の環境性能

割の賦課徴収に関し，３輪以上の軽自動車が法第446条第１項（同条第２項

又は第３項において準用する場合を含む。）又は法第451条第１項若しくは

第２項（これらの規定を同条第４項又は第５項において準用する場合を含

む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をす

るときは，国土交通大臣の認定等（法附則第29条の９第３項に規定する国

土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をす

るものとする。

２ 岩手県知事は，当分の間，前項の規定により行う軽自動車税の環境性能

割の賦課徴収に関し，３輪以上の軽自動車が法第446条第１項（同条第２項

     において準用する場合を含む。）又は法第451条第１項若しくは

第２項（これらの規定を同条第４項     において準用する場合を含

む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をす

るときは，国土交通大臣の認定等（法附則第29条の９第３項に規定する国

土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をす

るものとする。

３ 岩手県知事は，当分の間，第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車

税の環境性能割につき，その納付すべき額について不足額があることを附

則第12条の６の規定により読み替えられた第74条の５第１項の納期限（納

期限の延長があつたときは，その延長された納期限）後において知つた場

合において，当該事実が生じた原因が，国土交通大臣の認定等の申請をし

た者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報

を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国

土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交

通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは，当該申請をし

た者又はその一般承継人を当該不足額に係る３輪以上の軽自動車について

法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第１

項に規定する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみな

して，軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

３ 岩手県知事は，当分の間，第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車

税の環境性能割につき，その納付すべき額について不足額があることを附

則第12条の６の規定により読み替えられた第74条の５第１項の納期限（納

期限の延長があつたときは，その延長された納期限）後において知つた場

合において，当該事実が生じた原因が，国土交通大臣の認定等の申請をし

た者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報

を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国

土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交

通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは，当該申請をし

た者又はその一般承継人を当該不足額に係る３輪以上の軽自動車について

法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第１

項に規定する申告書を提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみな

して，軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能

割の額は，同項の不足額に，これに100分の10の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能

割の額は，同項の不足額に，これに100分の10の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。

第12条の５から第13条まで 略 第12条の５から第13条まで 略

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例）

第13条の２ 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当

該軽自動車が最初の法第444条第３項に規定する車両番号の指定（次項から

第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算

して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

係る第75条の規定の適用については，当分の間，次表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条の２ 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当

該軽自動車が最初の法第444条第３項に規定する車両番号の指定（次項から

第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算

して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

係る第75条の規定の適用については，当分の間，次表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第75条第２号ア 3,900円 4,600円 第75条第２号ア 3,900円 4,600円

6,900円 8,200円 6,900円 8,200円

１万800円 １万2,900円 １万800円 １万2,900円

3,800円 4,500円 3,800円 4,500円

5,000円 6,000円 5,000円 6,000円

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第75条の規定の適用については                 

                                 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第75条の規定の適用については，当該軽自動車が平成31年４月１日か

ら令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２
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改正後 改正前

                ，当該軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３

年度分の軽自動車税の種別割に限り，次表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３

年度分の軽自動車税の種別割に限り，次表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第75条第２号ア 3,900円 1,000円 第75条第２号ア 3,900円 1,000円

6,900円 1,800円 6,900円 1,800円

１万800円 2,700円 １万800円 2,700円

3,800円 1,000円 3,800円 1,000円

5,000円 1,300円 5,000円 1,300円

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる法第446条第１項第３号

に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第75条の規定の適用に

ついては                             

                                 

        ，当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の

軽自動車税の種別割に限り，次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる法第446条第１項第３号

に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第75条の規定の適用に

ついては，当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車

税の種別割に限り，当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の

軽自動車税の種別割に限り，次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第75条第２号ア 3,900円 2,000円 第75条第２号ア 3,900円 2,000円

6,900円 3,500円 6,900円 3,500円

１万800円 5,400円 １万800円 5,400円

3,800円 1,900円 3,800円 1,900円

5,000円 2,500円 5,000円 2,500円

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち

３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第75

条の規定の適用については                     

                                 

                ，当該ガソリン軽自動車が令和２年４

月１日から令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り，次表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち

３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第75

条の規定の適用については，当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日か

ら令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該ガソリン軽自動車が令和２年４

月１日から令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り，次表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第75条第２号ア 3,900円 3,000円 第75条第２号ア 3,900円 3,000円

6,900円 5,200円 6,900円 5,200円

１万800円 8,100円 １万800円 8,100円

3,800円 2,900円 3,800円 2,900円

5,000円 3,800円 5,000円 3,800円

第13条の３及び第14条 略 第13条の３及び第14条 略

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例）

第15条 附則第９条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附則

第８条第２号に規定する宅地等をいうものとし，法第349条の３，第349条

の３の２又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用がある宅地等

を除く。）に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の特

別土地保有税については，第118条の８第１号中「当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格」とあるのは，「当該年度分の固定資産税に係

る附則第９条第１項から第５項までに規定する課税標準となるべき額」と

する。

第15条 附則第９条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附則

第８条第２号に規定する宅地等をいうものとし，法第349条の３，第349条

の３の２又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用がある宅地等

を除く。）に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の特

別土地保有税については，第118条の８第１号中「当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格」とあるのは，「当該年度分の固定資産税に係

る附則第９条第１項から第５項までに規定する課税標準となるべき額」と

する。

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年

１月１日から令和６年３月31日までの間にされたものに対して課する特別

土地保有税については，第118条の８第２号中「不動産取得税の課税標準と

なるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法

附則第11条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における課税標

準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし，「施行令

第54条の38第１項に規定する価格」とあるのは「施行令第54条の38第１項

に規定する価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用がないものとした

場合における価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年

１月１日から平成33年３月31日までの間にされたものに対して課する特別

土地保有税については，第118条の８第２号中「不動産取得税の課税標準と

なるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法

附則第11条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における課税標

準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし，「施行令

第54条の38第１項に規定する価格」とあるのは「施行令第54条の38第１項

に規定する価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用がないものとした

場合における価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。

３ 当分の間，土地の取得の日の属する年の翌々年（当該土地の取得の日が

１月１日である場合にあつては，同日の属する年の翌年）の末日の属する

年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標

準は，第118条の５第１項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低

い金額とする。

３ 当分の間，土地の取得の日の属する年の翌々年（当該土地の取得の日が

１月１日である場合にあつては，同日の属する年の翌年）の末日の属する

年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標

準は，第118条の５第１項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低

い金額とする。

４ 前項の「修正取得価額」とは，施行規則附則第８条の５第１項に規定す

る額（当該額が，次の各号に掲げる土地の区分に応じ，当該各号に定める

額を超えない場合にあつては，当該各号に掲げる額）をいう。

４ 前項の「修正取得価額」とは，施行規則附則第８条の５第１項に規定す

る額（当該額が，次の各号に掲げる土地の区分に応じ，当該各号に定める

額を超えない場合にあつては，当該各号に掲げる額）をいう。
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改正後 改正前

(１) 宅地評価土地（宅地及び法附則第17条第４号に規定する宅地比準土

地をいう。以下同じ。） 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(１) 宅地評価土地（宅地及び法附則第17条第４号に規定する宅地比準土

地をいう。以下同じ。） 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(２) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属す

る年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率（土地評価

審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令（平成３

年大蔵省令第33号）第２条の規定により国税局長が国税局及び税務署に

おいて閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において

定められている倍率をいう。以下同じ。）を乗じ，更に1.25を乗じて得

た額（評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあつては，市長

が適当であると認める率を乗じて得た額）

(２) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属す

る年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率（土地評価

審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令（平成３

年大蔵省令第33号）第２条の規定により国税局長が国税局及び税務署に

おいて閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において

定められている倍率をいう。以下同じ。）を乗じ，更に1.25を乗じて得

た額（評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあつては，市長

が適当であると認める率を乗じて得た額）

５ 法附則第31条の３第３項の規定の適用がある土地に対して課する特別土

地保有税については，第118条の８第１号（第１項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）中「控除した額」とあるのは，「控除した額の

３分の１に相当する額」とする。

５ 法附則第31条の３第３項の規定の適用がある土地に対して課する特別土

地保有税については，第118条の８第１号（第１項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）中「控除した額」とあるのは，「控除した額の

３分の１に相当する額」とする。

第15条の２ 略 第15条の２ 略

（読替規定） （読替規定）

第15条の３ 法附則第15条第１項，第10項，第15項，第17項，第19項，第21

項，第26項，第33項から第35項まで，第37項若しくは第39項，第15条の３

又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り，第132条第２

項中「又は第33項」とあるのは，「若しくは第33項又は附則第15条から第

15条の３まで若しくは第63条」とする。

第15条の３ 法附則第15条第１項，第13項，第18項，第20項，第22項，第24

項，第29項，第37項から第39項まで，第42項若しくは第44項，第15条の３

又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り，第132条第２

項中「又は第33項」とあるのは，「若しくは第33項又は附則第15条から第

15条の３まで若しくは第63条」とする。

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計

画税の特例に関する用語の意義）

（土地に対して課する平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計

画税の特例に関する用語の意義）

第16条 次条及び附則第17条の２第２項の「宅地等」とは法附則第17条第２

号に，次条及び附則第17条の２第３項の「前年度分の都市計画税の課税標

準額」とは法附則第25条第６項において読み替えて準用される法附則第18

条第６項に，附則第17条の２第１項，第３項及び第４項の「商業地等」と

は法附則第17条第４号に，附則第17条の２第３項及び第４項並びに附則第

18条の「負担水準」とは法附則第17条第８号ロに，附則第18条の「農地」

とは法附則第17条第１号に，附則第18条の「前年度分の都市計画税の課税

標準額」とは法附則第26条第２項において読み替えて準用される法附則第

18条第６項に，附則第18条の２第１項及び第２項の「市街化区域農地」と

は法附則第19条の２第１項に規定するところによる。

第16条 次条及び附則第17条の２第２項の「宅地等」とは法附則第17条第２

号に，次条及び附則第17条の２第３項の「前年度分の都市計画税の課税標

準額」とは法附則第25条第６項において読み替えて準用される法附則第18

条第６項に，附則第17条の２第１項，第３項及び第４項の「商業地等」と

は法附則第17条第４号に，附則第17条の２第３項及び第４項並びに附則第

18条の「負担水準」とは法附則第17条第８号ロに，附則第18条の「農地」

とは法附則第17条第１号に，附則第18条の「前年度分の都市計画税の課税

標準額」とは法附則第26条第２項において読み替えて準用される法附則第

18条第６項に，附則第18条の２第１項及び第２項の「市街化区域農地」と

は法附則第19条の２第１項に規定するところによる。

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市

計画税の特例）

（宅地等に対して課する平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市

計画税の特例）

第17条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画

税の額は，当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が，当該宅地等の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に，当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該

宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の３の規定の適用を

受ける宅地等であるときは，当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。

以下同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の都

市計画税にあつては，前年度分の都市計画税の課税標準額）（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は

附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は，当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合に

は，当該宅地等調整都市計画税額とする。

第17条 宅地等に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画

税の額は，当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が，当該宅地等の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に，当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該

宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の３の規定の適用を

受ける宅地等であるときは，当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。

以下同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した額         

                           （当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は

附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は，当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合に

は，当該宅地等調整都市計画税額とする。

第17条の２ 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び令

和５年度分     の宅地等調整都市計画税額は，当該宅地等調整都市

計画税額が，当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に10分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは，当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超え

る場合には，前条の規定にかかわらず，当該都市計画税額とする。

第17条の２ 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から令和

２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は，当該宅地等調整都市

計画税額が，当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に10分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは，当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超え

る場合には，前条の規定にかかわらず，当該都市計画税額とする。

２ 前条の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令和５年度分

     の宅地等調整都市計画税額は，当該宅地等調整都市計画税額が，

当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10

分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法

２ 前条の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から令和２年度まで

の各年度分の宅地等調整都市計画税額は，当該宅地等調整都市計画税額が，

当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10

分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法
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改正後 改正前

第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第15条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは，当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には，前条の

規定にかかわらず，当該都市計画税額とする。

第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第15条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは，当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には，前条の

規定にかかわらず，当該都市計画税額とする。

３ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下の

ものに係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額

は，前条の規定にかかわらず，当該商業地等の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第

15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは，当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）とする。

３ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下の

ものに係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の額

は，前条の規定にかかわらず，当該商業地等の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から第

15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは，当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるもの

に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額は，前

条の規定にかかわらず，当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15

条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは，当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という。）とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるもの

に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の額は，前

条の規定にかかわらず，当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15

条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは，当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という。）とする。

第17条の３ 令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の算定

については，令和３年改正法附則第22条第１項の規定に基づき，法附則第

25条の３（法附則第27条の４の２第２項において準用する場合を含む。）

の規定は，適用しない。

第17条の３ 平成30年度から平成32年度までの各年度分の都市計画税の算定

については，平成30年改正法附則第22条第１項の規定に基づき，法附則第

25条の３（法附則第27条の４の２第２項において準用する場合を含む。）

の規定は，適用しない。

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計

画税の特例）

（農地に対して課する平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計

画税の特例）

第18条 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税

の額は，当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が，当該農地に係る当

該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農

地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又

は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける農地であるとき

は，当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この

項において同じ。）に，当該農地の当該年度の次表の左欄に掲げる負担水

準の区分に応じ，同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額（令和３

年度分の都市計画税にあつては，前年度分の都市計画税の課税標準額）を

当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額（以下「農地調整都市計画税額」という。）を超

える場合には，当該農地調整都市計画税額とする。

第18条 農地に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税

の額は，当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が，当該農地に係る当

該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農

地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又

は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける農地であるとき

は，当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額     

        ）に，当該農地の当該年度の次表の左欄に掲げる負担水

準の区分に応じ，同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額    

                                を

当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額（以下「農地調整都市計画税額」という。）を超

える場合には，当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分 負担調整率 負担水準の区分 負担調整率

0.9以上のもの 1.025 0.9以上のもの 1.025

0.8以上0.9未満のもの 1.05 0.8以上0.9未満のもの 1.05

0.7以上0.8未満のもの 1.075 0.7以上0.8未満のもの 1.075

0.7未満のもの 1.1 0.7未満のもの 1.1

第18条の２から第37条まで 略 第18条の２から第37条まで 略

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべ

き申告等）

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべ

き申告等）

第38条 法附則第56条第１項（同条第２項において準用する場合及び同条第

６項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により読み替え

て適用される場合を含む。第３号において同じ。）の規定の適用を受けよ

うとする者は，当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事

項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第38条 法附則第56条第１項（同条第２項において準用する場合及び同条第

６項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により読み替え

て適用される場合を含む。第３号において同じ。）の規定の適用を受けよ

うとする者は，当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲げる事

項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(１) 納税義務者の住所，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所及び氏名又は名称）並

びに当該納税義務者が施行令附則第33条第１項第３号から第５号まで又

は第３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあつては，同条

第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる

者との関係

(１) 納税義務者の住所，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所及び氏名又は名称）並

びに当該納税義務者が施行令附則第33条第１項第３号から第５号まで又

は第３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあつては，同条

第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる

者との関係

(２) 法附則第56条第１項に規定する被災住宅用地の上に平成23年度に係

る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

(２) 法附則第56条第１項に規定する被災住宅用地の上に平成23年度に係

る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

(３) 当該年度に係る賦課期日において法附則第56条第１項の規定の適用 (３) 当該年度に係る賦課期日において法附則第56条第１項の規定の適用
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改正後 改正前

を受けようとする土地を法第349条の３の２第１項に規定する家屋の敷

地の用に供する土地として使用することができない理由

を受けようとする土地を法第349条の３の２第１項に規定する家屋の敷

地の用に供する土地として使用することができない理由

(４) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 (４) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

２ 法附則第56条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受ける土地に係る平成24年度から令和８年度までの各年度分の

固定資産税については，第64条の２の規定は適用しない。

２ 法附則第56条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受ける土地に係る平成24年度から平成33年度までの各年度分の

固定資産税については，第64条の２の規定は適用しない。

３ 法附則第56条第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において

「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は，同

項に規定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特定被

災共用土地納税義務者」という。）の代表者が毎年１月31日までに次に掲

げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

３ 法附則第56条第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において

「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は，同

項に規定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特定被

災共用土地納税義務者」という。）の代表者が毎年１月31日までに次に掲

げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(１) 代表者の住所，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあつては，住所及び氏名又は名称）

(１) 代表者の住所，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあつては，住所及び氏名又は名称）

(２) 特定被災共用土地の所在，地番，地目及び地積並びにその用途 (２) 特定被災共用土地の所在，地番，地目及び地積並びにその用途

(３) 特定被災共用土地に係る法附則第56条第３項に規定する被災区分所

有家屋の所在，家屋番号，種類，構造及び床面積並びにその用途

(３) 特定被災共用土地に係る法附則第56条第３項に規定する被災区分所

有家屋の所在，家屋番号，種類，構造及び床面積並びにその用途

(４) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被

災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(４) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被

災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(５) 法附則第56条第３項の規定により按分する場合に用いられる割合に

準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

(５) 法附則第56条第３項の規定により按分する場合に用いられる割合に

準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

４ 法附則第56条第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮

換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産

税額の按分の申出については，前項中「特定被災共用土地納税義務者」と

あるのは「特定仮換地等納税義務者」と，「特定被災共用土地の」とある

のは「特定仮換地等の」と，「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮

換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。

４ 法附則第56条第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮

換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産

税額の按分の申出については，前項中「特定被災共用土地納税義務者」と

あるのは「特定仮換地等納税義務者」と，「特定被災共用土地の」とある

のは「特定仮換地等の」と，「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮

換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。

（個人の市民税の税率の特例） （個人の市民税の税率の特例）

第39条から第41条まで 略 第39条から第41条まで 略

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例）

第42条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感

染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第５条の

３の２第１項の規定の適用については，同項中「平成45年度」とあるのは，

「令和16年度」とする。

第42条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感

染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第５条の

３の２第１項の規定の適用については，同項中「平成45年度」とあるのは，

「令和16年度」とする。

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症

特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第５条の

３の２第１項の規定の適用については，同項中「平成45年度」とあるのは

「令和17年度」と，「平成33年」とあるのは「令和４年」とする。

附 則 略 附 則 略

附 則（令和３年条例第21号）

（施行期日）

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，

公布の日から施行する。

（市民税に関する経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の盛岡市市税条例（以下「新条例」という。）

第38条の２の２第４項の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告

書に記載すべき事項の提供について適用し，施行日前に行った第１条の規

定による改正前の盛岡市市税条例（次項において「旧条例」という。）第

38条の２の２第４項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に

記載すべき事項の提供については，なお従前の例による。

３ 新条例第38条の２の３第４項の規定は，施行日以後に行う新条例第38条

の２の２第４項に規定する電磁的方法による新条例第38条の２の３第４項

に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し，施行日前に行

った旧条例第38条の２の２第４項に規定する電磁的方法による旧条例第38

条の２の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については，

なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

４ 別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中固定資産税に関する部分

は，令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し，令和２年度分

までの固定資産税については，なお従前の例による。

５ 生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）の施行の日から令和３年

３月31日までの期間（以下「適用期間」という。）内に地方税法等の一部

を改正する法律（令和３年法律第７号）第１条の規定による改正前の地方

税法（昭和25年法律第 226号）附則第15条第41項に規定する中小事業者等
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改正後 改正前

（以下「中小事業者等」という。）が取得（同項に規定する取得をいう。

以下同じ。）をした同項に規定する機械装置等（以下「機械装置等」とい

う。）（中小事業者等が，同項に規定するリース取引（以下「リース取引」

という。）に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行

う者が適用期間内に取得をした同項に規定する先端設備等に該当する機械

装置等を，適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当

該機械装置等を含む。）に対して課する固定資産税については，なお従前

の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

６ 新条例の規定は，令和３年度以後の年度分の都市計画税について適用し，

令和２年度分までの都市計画税については，なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

７ 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は，施行日以後に

取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割

について適用し，施行日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課す

る軽自動車税の環境性能割については，なお従前の例による。

８ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は，令和３年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用し，令和２年度分までの軽自動

車税の種別割については，なお従前の例による。
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【第２条】盛岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正 新旧対照表

改正後 改正前（令和元年条例第３号の第２条の改正後） 改正前（令和元年条例第３号の第２条の改正前）

○盛岡市市税条例 ○盛岡市市税条例 ○盛岡市市税条例

昭和25年９月１日条例第16号 昭和25年９月１日条例第16号 昭和25年９月１日条例第16号

改正 略 改正 略 改正 略

令和３年３月31日条例第21号

盛岡市市税条例 盛岡市市税条例 盛岡市市税条例

目次及び第１条から附則第13条まで 略 目次及び第１条から附則第13条まで 略 目次及び第１条から附則第13条まで 略

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例）

第13条の２ 法附則第30条第１項に規定する３輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第

444条第３項に規定する車両番号の指定（次項か

ら第８項までにおいて「初回車両番号指定」とい

う。）を受けた月から起算して14年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

に係る第75条の規定の適用については，当分の

間，次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

第13条の２ 法附則第30条第１項に規定する３輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第

444条第３項に規定する車両番号の指定（次項か

ら第５項までにおいて「初回車両番号指定」とい

う。）を受けた月から起算して14年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

に係る第75条の規定の適用については，当分の

間，次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

第13条の２ 法附則第30条第１項に規定する３輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第

444条第３項に規定する車両番号の指定（次項か

ら第４項までにおいて「初回車両番号指定」とい

う。）を受けた月から起算して14年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

に係る第75条の規定の適用については，当分の

間，次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

第75条第２号ア 3,900円 4,600円 第75条第２号ア 3,900円 4,600円 第75条第２号ア 3,900円 4,600円

6,900円 8,200円 6,900円 8,200円 6,900円 8,200円

１万800円 １万2,900円 １万800円 １万2,900円 １万800円 １万2,900円

3,800円 4,500円 3,800円 4,500円 3,800円 4,500円

5,000円 6,000円 5,000円 6,000円 5,000円 6,000円

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車に対する第75条の規定の適用

については，当該軽自動車が平成31年４月１日か

ら令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種

別割に限り，当該軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り，次表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車に対する第75条の規定の適用

については，当該軽自動車が平成31年４月１日か

ら令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種

別割に限り，当該軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り，次表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車に対する第75条の規定の適用

については，当該軽自動車が平成31年４月１日か

ら令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種

別割に限り，当該軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り，次表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。

第75条第２号ア 3,900円 1,000円 第75条第２号ア 3,900円 1,000円 第75条第２号ア 3,900円 1,000円

6,900円 1,800円 6,900円 1,800円 6,900円 1,800円

１万800円 2,700円 １万800円 2,700円 １万800円 2,700円

3,800円 1,000円 3,800円 1,000円 3,800円 1,000円

5,000円 1,300円 5,000円 1,300円 5,000円 1,300円

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる

法第446条第１項第３号に規定するガソリン軽自

動車（以下この条    において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のものに対す

る第75条の規定の適用については，当該ガソリン

軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り，次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる

法第446条第１項第３号に規定するガソリン軽自

動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のものに対す

る第75条の規定の適用については，当該ガソリン

軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り，次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる

法第446条第１項第３号に規定するガソリン軽自

動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のものに対す

る第75条の規定の適用については，当該ガソリン

軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り，次表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

第75条第２号ア 3,900円 2,000円 第75条第２号ア 3,900円 2,000円 第75条第２号ア 3,900円 2,000円

6,900円 3,500円 6,900円 3,500円 6,900円 3,500円

１万800円 5,400円 １万800円 5,400円 １万800円 5,400円

3,800円 1,900円 3,800円 1,900円 3,800円 1,900円

5,000円 2,500円 5,000円 2,500円 5,000円 2,500円

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる

ガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（前項の

規定の適用を受けるものを除く。）に対する第75

条の規定の適用については，当該ガソリン軽自動

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる

ガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（前項の

規定の適用を受けるものを除く。）に対する第75

条の規定の適用については，当該ガソリン軽自動

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる

ガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（前項の

規定の適用を受けるものを除く。）に対する第75

条の規定の適用については，当該ガソリン軽自動
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改正後 改正前（令和元年条例第３号の第２条の改正後） 改正前（令和元年条例第３号の第２条の改正前）

車が平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り，次

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

車が平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り，次

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

車が平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り，次

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第75条第２号ア 3,900円 3,000円 第75条第２号ア 3,900円 3,000円 第75条第２号ア 3,900円 3,000円

6,900円 5,200円 6,900円 5,200円 6,900円 5,200円

１万800円 8,100円 １万800円 8,100円 １万800円 8,100円

3,800円 2,900円 3,800円 2,900円 3,800円 2,900円

5,000円 3,800円 5,000円 3,800円 5,000円 3,800円

５ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車のうち自家用の乗用のものに

対する第75条の規定の適用については，当該軽自

動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

４年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該軽自

動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

５年度分の軽自動車税の種別割に限り，第２項の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

５ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車のうち自家用の乗用のものに

対する第75条の規定の適用については，当該軽自

動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

４年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該軽自

動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

５年度分の軽自動車税の種別割に限り，第２項の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車（自家用の乗用のものを除

く。）に対する第75条の規定の適用については，

当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り，

当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り，

第２項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。

７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける３輪

以上のガソリン軽自動車（営業用の乗用のものに

限る。）に対する第75条の規定の適用について

は，当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日か

ら令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種

別割に限り，当該ガソリン軽自動車が令和４年４

月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動

車税の種別割に限り，第３項の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける３輪

以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適用を受

けるものを除き，営業用の乗用のものに限る。）

に対する第75条の規定の適用については，当該ガ

ソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年

３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限

り，当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種

別割に限り，第４項の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例）

第13条の３ 市長は，軽自動車税の種別割の賦課徴第13条の３ 市長は，軽自動車税の種別割の賦課徴第13条の３ 市長は，軽自動車税の種別割の賦課徴
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改正後 改正前（令和元年条例第３号の第２条の改正後） 改正前（令和元年条例第３号の第２条の改正前）

収に関し，３輪以上の軽自動車が前条第２項から

第８項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは，国

土交通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に

規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするものとす

る。

収に関し，３輪以上の軽自動車が前条第２項から

第５項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは，国

土交通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に

規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするものとす

る。

収に関し，３輪以上の軽自動車が前条第２項から第

４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするときは，国土交通

大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に規定する

国土交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。

２ 市長は，納付すべき軽自動車税の種別割の額に

ついて不足額があることを第76条第２項の納期限

（納期限の延長があつたときは，その延長された

納期限）後において知つた場合において，当該事

実が生じた原因が，国土交通大臣の認定等の申請

をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提

供した者の偽りその他不正の手段を含む。）によ

り国土交通大臣の認定等を受けたことを事由とし

て国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取

り消したことによるものであるときは，当該申請

をした者又はその一般承継人を賦課期日現在にお

ける当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有

者とみなして，軽自動車税の種別割に関する規定

（第78条及び第79条の規定を除く。）を適用す

る。

２ 市長は，納付すべき軽自動車税の種別割の額に

ついて不足額があることを第76条第２項の納期限

（納期限の延長があつたときは，その延長された

納期限）後において知つた場合において，当該事

実が生じた原因が，国土交通大臣の認定等の申請

をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提

供した者の偽りその他不正の手段を含む。）によ

り国土交通大臣の認定等を受けたことを事由とし

て国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取

り消したことによるものであるときは，当該申請

をした者又はその一般承継人を賦課期日現在にお

ける当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有

者とみなして，軽自動車税の種別割に関する規定

（第78条及び第79条の規定を除く。）を適用す

る。

２ 市長は，納付すべき軽自動車税の種別割の額に

ついて不足額があることを第76条第２項の納期限

（納期限の延長があつたときは，その延長された納

期限）後において知つた場合において，当該事実が

生じた原因が，国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の

偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大

臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣

が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによ

るものであるときは，当該申請をした者又はその一

般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る

３輪以上の軽自動車の所有者とみなして，軽自動車

税の種別割に関する規定（第78条及び第79条の規定

を除く。）を適用する。

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の種別割の額は，同項の不足額に，

これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の種別割の額は，同項の不足額に，

これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ

き軽自動車税の種別割の額は，同項の不足額に，こ

れに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。

附則第14条から附則第42条まで 略 附則第14条から附則第42条まで 略 附則第14条から附則第42条まで 略

附 則 略 附 則 略 附 則 略

附 則（令和３年条例第21号抄）

（施行期日）

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。

ただし，第２条の規定は，公布の日から施行す

る。

（軽自動車税に関する経過措置）

８ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部

分は，令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割について適用し，令和２年度分までの軽自動

車税の種別割については，なお従前の例による。
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【第３条】盛岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正 新旧対照表

改正後 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正後） 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正前）

○盛岡市市税条例 ○盛岡市市税条例 ○盛岡市市税条例

昭和25年９月１日条例第16号 昭和25年９月１日条例第16号 昭和25年９月１日条例第16号

改正 略 改正 略 改正 略

令和３年３月31日条例第21号

盛岡市市税条例 盛岡市市税条例 盛岡市市税条例

目次及び第１条から第45条の４の６まで 略 目次及び第１条から第45条の４の６まで 略 目次及び第１条から第45条の４の６まで 略

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付）

第45条の５ 市民税を申告納付する義務がある法人

は，法第321条の８第１項，第２項，第31項，第

34項及び第35項    の申告書（第９項，第10

項及び第12項において「納税申告書」という。）

を，同条第１項，第２項，第31項及び第35項  

の申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定

による納期限までに，同条第34項の申告納付にあ

つては遅滞なく市長に提出し，及びその申告書に

係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段の規

定により提出があつたものとみなされる申告書に

係る税金を施行規則第22号の４様式による納付書

により納付しなければならない。

第45条の５ 市民税を申告納付する義務がある法人

は，法第321条の８第１項，第２項，第31項，第

34項及び第35項    の申告書（第９項，第10

項及び第12項において「納税申告書」という。）

を，同条第１項，第２項，第31項及び第35項  

  の申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定

による納期限までに，同条第34項の申告納付にあ

つては遅滞なく市長に提出し，及びその申告書に

係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段の規

定により提出があつたものとみなされる申告書に

係る税金を施行規則第22号の４様式による納付書

により納付しなければならない。

第45条の５ 市民税を申告納付する義務がある法人

は，法第321条の８第１項，第２項，第４項，第

19項，第22項及び第23項の申告書（第10項，第11

項及び第13項において「納税申告書」という。）

を，同条第１項，第２項，第４項，第19項及び第

23項の申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定

による納期限までに，同条第22項の申告納付にあ

つては遅滞なく市長に提出し，及びその申告書に

係る税金又は同条第１項後段及び第３項  の規

定により提出があつたものとみなされる申告書に

係る税金を施行規則第22号の４様式による納付書

により納付しなければならない。

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事

業所を有する法人（以下この条において「内国法

人」という。）が，租税特別措置法第66条の７第

４項及び第10項               

の規定の適用を受ける場合には，法第321条の８

第36項及び施行令第48条の12の２に規定するとこ

ろにより，控除すべき額を前項の規定により申告

納付すべき法人税割額から控除する。

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事

業所を有する法人（以下この条において「内国法

人」という。）が，租税特別措置法第66条の７第

４項及び第10項               

の規定の適用を受ける場合には，法第321条の８

第36項及び施行令第48条の12の２に規定するとこ

ろにより，控除すべき額を前項の規定により申告

納付すべき法人税割額から控除する。

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事

業所を有する法人（以下この条において「内国法

人」という。）が，租税特別措置法第66条の７第

５項及び第11項又は第68条の91第４項及び第10項

の規定の適用を受ける場合には，法第321条の８

第24項及び施行令第48条の12の２に規定するとこ

ろにより，控除すべき額を前項の規定により申告

納付すべき法人税割額から控除する。

３ 内国法人が，租税特別措置法第66条の９の３第

３項及び第９項               

の規定の適用を受ける場合には，法第321条

の８第37項及び施行令第48条の12の３に規定する

ところにより，控除すべき額を第１項の規定によ

り申告納付すべき法人税割額から控除する。

３ 内国法人が，租税特別措置法第66条の９の３第

３項及び第９項               

  の規定の適用を受ける場合には，法第321条

の８第37項及び施行令第48条の12の３に規定する

ところにより，控除すべき額を第１項の規定によ

り申告納付すべき法人税割額から控除する。

３ 内国法人が，租税特別措置法第66条の９の３第

４項及び第10項又は第68条の93の３第４項及び第

10項の規定の適用を受ける場合には，法第321条

の８第25項及び施行令第48条の12の３に規定する

ところにより，控除すべき額を第１項の規定によ

り申告納付すべき法人税割額から控除する。

４ 内国法人又は外国法人が，外国の法人税等を課

された場合には，法第321条の８第38項及び施行

令第48条の13に規定するところにより，控除すべ

き額を第１項の規定により申告納付すべき法人税

割額から控除する。

４ 内国法人又は外国法人が，外国の法人税等を課

された場合には，法第321条の８第38項及び施行

令第48条の13に規定するところにより，控除すべ

き額を第１項の規定により申告納付すべき法人税

割額から控除する。

４ 内国法人又は外国法人が，外国の法人税等を課

された場合には，法第321条の８第26項及び施行

令第48条の13に規定するところにより，控除すべ

き額を第１項の規定により申告納付すべき法人税

割額から控除する。

５ 法第321条の８第34項の申告書（同条第33項の

申告書を含む。以下この項において同じ。）に係

る税金を納付する場合には，当該税額に，当該税

金に係る同条第１項，第２項又は第31項    

の納期限（納期限の延長があつたときは，その延

長された納期限とする。第７項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ，年14.6パーセント（当該申告書を提出した日

（同条第35項の規定の適用がある場合において，

当該申告書がその提出期限前に提出されたとき

は，当該申告書の提出期限）までの期間又はその

期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期

間については，年7.3パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して施

行規則第22号の４様式による納付書により納付し

なければならない。

５ 法第321条の８第34項の申告書（同条第33項の

申告書を含む。以下この項において同じ。）に係

る税金を納付する場合には，当該税額に，当該税

金に係る同条第１項，第２項又は第31項    

の納期限（納期限の延長があつたときは，その延

長された納期限とする。第７項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ，年14.6パーセント（当該申告書を提出した日

（同条第35項の規定の適用がある場合において，

当該申告書がその提出期限前に提出されたとき

は，当該申告書の提出期限）までの期間又はその

期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期

間については，年7.3パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して施

行規則第22号の４様式による納付書により納付し

なければならない。

５ 法第321条の８第22項の申告書（同条第21項の

申告書を含む。以下この項において同じ。）に係

る税金を納付する場合には，当該税額に，当該税

金に係る同条第１項，第２項，第４項又は第19項

の納期限（納期限の延長があつたときは，その延

長された納期限とする。第７項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ，年14.6パーセント（当該申告書を提出した日

（同条第23項の規定の適用がある場合において，

当該申告書がその提出期限前に提出されたとき

は，当該申告書の提出期限）までの期間又はその

期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期

間については，年7.3パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して施

行規則第22号の４様式による納付書により納付し

なければならない。

６ 前項の場合において，法人が法第321条の８第

１項，第２項又は第31項    の申告書を提出

した日（当該申告書がその提出期限前に提出され

た場合には，当該申告書の提出期限）の翌日から

１年を経過する日後に同条第34項の申告書を提出

したときは，詐偽その他不正の行為により市民税

を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３項

の規定による更正があるべきことを予知して当該

６ 前項の場合において，法人が法第321条の８第

１項，第２項又は第31項    の申告書を提出

した日（当該申告書がその提出期限前に提出され

た場合には，当該申告書の提出期限）の翌日から

１年を経過する日後に同条第34項の申告書を提出

したときは，詐偽その他不正の行為により市民税

を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３項

の規定による更正があるべきことを予知して当該

６ 前項の場合において，法人が法第321条の８第

１項，第２項，第４項又は第19項の申告書を提出

した日（当該申告書がその提出期限前に提出され

た場合には，当該申告書の提出期限）の翌日から

１年を経過する日後に同条第22項の申告書を提出

したときは，詐偽その他不正の行為により市民税

を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３項

の規定による更正があるべきことを予知して当該
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改正後 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正後） 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正前）

申告書を提出した場合を除き，当該１年を経過す

る日の翌日から当該申告書を提出した日（法第

321条の８第35項の規定の適用がある場合におい

て，当該申告書がその提出期限前に提出されたと

きは，当該申告書の提出期限）までの期間は，延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

申告書を提出した場合を除き，当該１年を経過す

る日の翌日から当該申告書を提出した日（法第

321条の８第35項の規定の適用がある場合におい

て，当該申告書がその提出期限前に提出されたと

きは，当該申告書の提出期限）までの期間は，延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

申告書を提出した場合を除き，当該１年を経過す

る日の翌日から当該申告書を提出した日（法第

321条の８第23項の規定の適用がある場合におい

て，当該申告書がその提出期限前に提出されたと

きは，当該申告書の提出期限）までの期間は，延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

７ 第５項の場合において，法第321条の８第34項

の申告書（以下この項において「修正申告書」と

いう。）の提出があつたとき（当該修正申告書に

係る市民税について同条第１項，第２項又は第31

項    の申告書（以下この項において「当初

申告書」という。）が提出されており，かつ，当

該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「減額更正」という。）があつた後

に，当該修正申告書が提出されたときに限る。）

は，当該修正申告書の提出により納付すべき税額

（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当

する税額を含む。）に達するまでの部分に相当す

る税額に限る。）については，前項の規定にかか

わらず，次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為

により市民税を免れた法人が法第321条の11第１

項若しくは第３項の規定による更正があるべきこ

とを予知して提出した修正申告書に係る市民税又

は施行令第48条の16の２第３項に規定する市民税

にあつては，第１号に掲げる期間に限る。）を延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

７ 第５項の場合において，法第321条の８第34項

の申告書（以下この項において「修正申告書」と

いう。）の提出があつたとき（当該修正申告書に

係る市民税について同条第１項，第２項又は第31

項    の申告書（以下この項において「当初

申告書」という。）が提出されており，かつ，当

該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「減額更正」という。）があつた後

に，当該修正申告書が提出されたときに限る。）

は，当該修正申告書の提出により納付すべき税額

（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当

する税額を含む。）に達するまでの部分に相当す

る税額に限る。）については，前項の規定にかか

わらず，次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為

により市民税を免れた法人が法第321条の11第１

項若しくは第３項の規定による更正があるべきこ

とを予知して提出した修正申告書に係る市民税又

は施行令第48条の16の２第３項に規定する市民税

にあつては，第１号に掲げる期間に限る。）を延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

７ 第５項の場合において，法第321条の８第22項

の申告書（以下この項において「修正申告書」と

いう。）の提出があつたとき（当該修正申告書に

係る市民税について同条第１項，第２項，第４項

又は第19項の申告書（以下この項において「当初

申告書」という。）が提出されており，かつ，当

該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「減額更正」という。）があつた後

に，当該修正申告書が提出されたときに限る。）

は，当該修正申告書の提出により納付すべき税額

（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相当

する税額を含む。）に達するまでの部分に相当す

る税額に限る。）については，前項の規定にかか

わらず，次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為

により市民税を免れた法人が法第321条の11第１

項若しくは第３項の規定による更正があるべきこ

とを予知して提出した修正申告書に係る市民税又

は施行令第48条の16の２第３項に規定する市民税

にあつては，第１号に掲げる期間に限る。）を延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税

額の納付があつた日（その日が当該申告に係る

市民税の納期限より前である場合には，当該納

期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日

までの期間

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税

額の納付があつた日（その日が当該申告に係る

市民税の納期限より前である場合には，当該納

期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日

までの期間

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税

額の納付があつた日（その日が当該申告に係る

市民税の納期限より前である場合には，当該納

期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日

までの期間

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更

正が，更正の請求に基づくもの（法人税に係る

更正によるものを除く。）である場合又は法人

税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づ

くものに限る。）によるものである場合には，

当該減額更正の通知をした日の翌日から起算し

て１年を経過する日）の翌日から当該修正申告

書を提出した日（法第321条の８第35項の規定

の適用がある場合において，当該修正申告書が

その提出期限前に提出されたときは，当該修正

申告書の提出期限）までの期間

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更

正が，更正の請求に基づくもの（法人税に係る

更正によるものを除く。）である場合又は法人

税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づ

くものに限る。）によるものである場合には，

当該減額更正の通知をした日の翌日から起算し

て１年を経過する日）の翌日から当該修正申告

書を提出した日（法第321条の８第35項の規定

の適用がある場合において，当該修正申告書が

その提出期限前に提出されたときは，当該修正

申告書の提出期限）までの期間

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更

正が，更正の請求に基づくもの（法人税に係る

更正によるものを除く。）である場合又は法人

税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づ

くものに限る。）によるものである場合には，

当該減額更正の通知をした日の翌日から起算し

て１年を経過する日）の翌日から当該修正申告

書を提出した日（法第321条の８第23項の規定

の適用がある場合において，当該修正申告書が

その提出期限前に提出されたときは，当該修正

申告書の提出期限）までの期間

８ 法人税法第74条第１項又は第144条の６第１項

の規定により法人税に係る申告書を提出する義務

がある法人で同法第75条の２第１項（同法第144

条の８において準用する場合を含む。以下この項

及び第45条の７の２第１項において同じ。）の規

定の適用を受けているものについて，同法第75条

の２第９項（同法第144条の８において準用する

場合を含む。以下この項において同じ。）の規定

の適用がある場合には，同法第75条の２第９項の

規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課

税標準の算定期間に限り，当該法人税額を課税標

準として算定した法人税割額及びこれと併せて納

付すべき均等割額については，当該法人税額につ

いて同条第１項の規定の適用がないものとみなし

て，第14条の規定を適用することができる。

８ 法人税法第74条第１項又は第144条の６第１項

の規定により法人税に係る申告書を提出する義務

がある法人で同法第75条の２第１項（同法第144

条の８において準用する場合を含む。以下この項

及び第45条の７の２第１項において同じ。）の規

定の適用を受けているものについて，同法第75条

の２第９項（同法第144条の８において準用する

場合を含む。以下この項において同じ。）の規定

の適用がある場合には，同法第75条の２第９項の

規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課

税標準の算定期間に限り，当該法人税額を課税標

準として算定した法人税割額及びこれと併せて納

付すべき均等割額については，当該法人税額につ

いて同条第１項の規定の適用がないものとみなし

て，第14条の規定を適用することができる。

８ 法人税法第74条第１項又は第144条の６第１項

の規定により法人税に係る申告書を提出する義務

がある法人で同法第75条の２第１項（同法第144

条の８において準用する場合を含む。以下この項

及び第45条の７の２第１項において同じ。）の規

定の適用を受けているものについて，同法第75条

の２第９項（同法第144条の８において準用する

場合を含む。以下この項において同じ。）の規定

の適用がある場合には，同法第75条の２第９項の

規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課

税標準の算定期間に限り，当該法人税額を課税標

準として算定した法人税割額及びこれと併せて納

付すべき均等割額については，当該法人税額につ

いて同条第１項の規定の適用がないものとみなし

て，第14条の規定を適用することができる。

９ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人税

に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第

81条の24第１項の規定の適用を受けているもの

が，同条第４項の規定の適用を受ける場合には，

当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係

（同法第２条第12号の７の７に規定する連結完全
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改正後 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正後） 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正前）

支配関係をいう。第45条の６第３項及び第45条の

７の２第４項において同じ。）がある連結子法人

（同法第２条第12号の７に規定する連結子法人を

いう。第45条の６第３項及び第45条の７の２第４

項において同じ。）（連結申告法人（同法第２条

第16号に規定する連結申告法人をいう。第45条の

７の２第４項において同じ。）に限る。）につい

ては，同法第81条の24第４項の規定の適用に係る

当該申告書に係る連結法人税額（法第321の８第

４項に規定する連結法人税額をいう。以下この項

及び第45条の７の２第４項において同じ。）の課

税標準の算定期間（当該法人の連結事業年度に該

当する期間に限る。第45条の７の２第４項におい

て同じ。）に限り，当該連結法人税額に係る個別

帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割

額及びこれと併せて納付すべき均等割額について

は，当該連結法人税額について法人税法第81条の

24第１項の規定の適用がないものとみなして，第

14条の規定を適用することができる。

９ 法第321条の８第60項に規定する特定法人であ

る内国法人は，第１項の規定により納税申告書に

より行うこととされている法人の市民税の申告に

ついては，同項の規定にかかわらず，同条第60項

及び施行規則で定めるところにより，納税申告書

に記載すべきものとされている事項（次項及び第

11項において「申告書記載事項」という。）を，

法第762条第１号に規定する地方税関係手続用電

子情報処理組織（第12項において「地方税関係手

続用電子情報処理組織」という。）を使用し，か

つ，地方税共同機構を経由して行う方法により市

長に提供することにより，行わなければならな

い。

９ 法第321条の８第52項に規定する特定法人であ

る内国法人は，第１項の規定により納税申告書に

より行うこととされている法人の市民税の申告に

ついては，同項の規定にかかわらず，同条第52項

及び施行規則で定めるところにより，納税申告書

に記載すべきものとされている事項（次項及び第

11項において「申告書記載事項」という。）を，

法第762条第１号に規定する地方税関係手続用電

子情報処理組織（第12項において「地方税関係手

続用電子情報処理組織」という。）を使用し，か

つ，地方税共同機構を経由して行う方法により市

長に提供することにより，行わなければならな

い。

10 法第321条の８第42項に規定する特定法人であ

る内国法人は，第１項の規定により納税申告書に

より行うこととされている法人の市民税の申告に

ついては，同項の規定にかかわらず，同条第42項

及び施行規則で定めるところにより，納税申告書

に記載すべきものとされている事項（次項及び第

12項において「申告書記載事項」という。）を，

法第762条第１号に規定する地方税関係手続用電

子情報処理組織（第13項において「地方税関係手

続用電子情報処理組織」という。）を使用し，か

つ，地方税共同機構を経由して行う方法により市

長に提供することにより，行わなければならな

い。

10 前項の規定により行われた同項の申告について

は，申告書記載事項が記載された納税申告書によ

り行われたものとみなして，この条例又はこれに

基づく規則の規定を適用する。

10 前項の規定により行われた同項の申告について

は，申告書記載事項が記載された納税申告書によ

り行われたものとみなして，この条例又はこれに

基づく規則の規定を適用する。

11 前項の規定により行われた同項の申告について

は，申告書記載事項が記載された納税申告書によ

り行われたものとみなして，この条例又はこれに

基づく規則の規定を適用する。

11 第９項の規定により行われた同項の申告は，申

告書記載事項が法第762条第１号の地方税共同機

構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。）に備えられたファイルへの記録がされた時

に市長に到達したものとみなす。

11 第９項の規定により行われた同項の申告は，申

告書記載事項が法第762条第１号の地方税共同機

構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。）に備えられたファイルへの記録がされた時

に市長に到達したものとみなす。

12 第10項の規定により行われた同項の申告は，申

告書記載事項が法第762条第１号の地方税共同機

構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。）に備えられたファイルへの記録がされた時

に市長に到達したものとみなす。

12 第９項の内国法人が，電気通信回線の故障，災

害その他の理由により地方税関係手続用電子情報

処理組織を使用することが困難であると認められ

る場合で，かつ，同項の規定を適用しないで納税

申告書を提出することができると認められる場合

において，同項の規定を適用しないで納税申告書

を提出することについて市長の承認を受けたとき

は，市長が指定する期間内に行う同項の申告につ

いては，前３項の規定は，適用しない。法人税法

第75条の５第２項の申請書を同項に規定する納税

地の所轄税務署長に提出した第９項の内国法人

が，当該税務署長の承認を受け，又は当該税務署

長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行

規則で定める書類を，納税申告書の提出期限の前

日までに，又は納税申告書に添付して当該提出期

限までに，市長に提出した場合における当該税務

署長が指定する期間内に行う同項の申告について

も，同様とする。

12 第９項の内国法人が，電気通信回線の故障，災

害その他の理由により地方税関係手続用電子情報

処理組織を使用することが困難であると認められ

る場合で，かつ，同項の規定を適用しないで納税

申告書を提出することができると認められる場合

において，同項の規定を適用しないで納税申告書

を提出することについて市長の承認を受けたとき

は，市長が指定する期間内に行う同項の申告につ

いては，前３項の規定は，適用しない。法人税法

第75条の５第２項の申請書を同項に規定する納税

地の所轄税務署長に提出した第９項の内国法人

が，当該税務署長の承認を受け，又は当該税務署

長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行

規則で定める書類を，納税申告書の提出期限の前

日までに，又は納税申告書に添付して当該提出期

限までに，市長に提出した場合における当該税務

署長が指定する期間内に行う同項の申告について

も，同様とする。

13 第10項の内国法人が，電気通信回線の故障，災

害その他の理由により地方税関係手続用電子情報

処理組織を使用することが困難であると認められ

る場合で，かつ，同項の規定を適用しないで納税

申告書を提出することができると認められる場合

において，同項の規定を適用しないで納税申告書

を提出することについて市長の承認を受けたとき

は，市長が指定する期間内に行う同項の申告につ

いては，前３項の規定は，適用しない。法人税法

第75条の４第２項の申請書を同項に規定する納税

地の所轄税務署長に提出した第10項の内国法人

が，当該税務署長の承認を受け，又は当該税務署

長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行

規則で定める書類を，納税申告書の提出期限の前

日までに，又は納税申告書に添付して当該提出期

限までに，市長に提出した場合における当該税務

署長が指定する期間内に行う同項の申告について

も，同様とする。

13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は，

同項前段の規定の適用を受けることが必要となつ

た事情，同項前段の規定による指定を受けようと

する期間その他施行規則で定める事項を記載した

申請書に施行規則で定める書類を添付して，当該

13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は，

同項前段の規定の適用を受けることが必要となつ

た事情，同項前段の規定による指定を受けようと

する期間その他施行規則で定める事項を記載した

申請書に施行規則で定める書類を添付して，当該

14 前項前段の承認を受けようとする内国法人は，

同項前段の規定の適用を受けることが必要となつ

た事情，同項前段の規定による指定を受けようと

する期間その他施行規則で定める事項を記載した

申請書に施行規則で定める書類を添付して，当該
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改正後 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正後） 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正前）

期間の開始の日の15日前までに，これを市長に提

出しなければならない。

期間の開始の日の15日前までに，これを市長に提

出しなければならない。

期間の開始の日の15日前までに，これを市長に提

出しなければならない。

14 第12項の規定の適用を受けている内国法人は，

第９項の申告につき第13項の規定の適用を受ける

ことをやめようとするときは，その旨その他施行

規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出

しなければならない。

14 第12項の規定の適用を受けている内国法人は，

第９項の申告につき第13項の規定の適用を受ける

ことをやめようとするときは，その旨その他施行

規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出

しなければならない。

15 第13項の規定の適用を受けている内国法人は，

第10項の申告につき第13項の規定の適用を受ける

ことをやめようとするときは，その旨その他施行

規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出

しなければならない。

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人

につき，法第321条の８第69項の処分又は前項の

届出書の提出があつたときは，これらの処分又は

届出書の提出があつた日の翌日以後の第12項前段

の期間内に行う第９項の申告については，第12項

前段の規定は適用しない。ただし，当該内国法人

が，同日以後新たに同項前段の承認を受けたとき

は，この限りでない。

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人

につき，法第321条の８第61項の処分又は前項の

届出書の提出があつたときは，これらの処分又は

届出書の提出があつた日の翌日以後の第12項前段

の期間内に行う第９項の申告については，第12項

前段の規定は適用しない。ただし，当該内国法人

が，同日以後新たに同項前段の承認を受けたとき

は，この限りでない。

16 第13項前段の規定の適用を受けている内国法人

につき，法第321条の８第51項の処分又は前項の

届出書の提出があつたときは，これらの処分又は

届出書の提出があつた日の翌日以後の第13項前段

の期間内に行う第10項の申告については，第13項

前段の規定は適用しない。ただし，当該内国法人

が，同日以後新たに同項前段の承認を受けたとき

は，この限りでない。

16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法人

につき，第14項の届出書の提出又は法人税法第75

条の５第３項若しくは第６項

の処分

があつたときは，これらの届出書の提出又は処分

があつた日の翌日以後の第12項後段の期間内に行

う第９項の申告については，第12項後段の規定は

適用しない。ただし，当該内国法人が，同日以後

新たに同項後段の書類を提出したときは，この限

りでない。

16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法人

につき，第14項の届出書の提出又は法人税法第75

条の５第３項若しくは第６項         

                   の処分

があつたときは，これらの届出書の提出又は処分

があつた日の翌日以後の第12項後段の期間内に行

う第９項の申告については，第12項後段の規定は

適用しない。ただし，当該内国法人が，同日以後

新たに同項後段の書類を提出したときは，この限

りでない。

17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人

につき，第15項の届出書の提出又は法人税法第75

条の４第３項若しくは第６項（同法第81条の24の

３第２項において準用する場合を含む。）の処分

があつたときは，これらの届出書の提出又は処分

があつた日の翌日以後の第13項後段の期間内に行

う第10項の申告については，第13項後段の規定は

適用しない。ただし，当該内国法人が，同日以後

新たに同項後段の書類を提出したときは，この限

りでない。

（法人税割に係る不足税額の納付の手続） （法人税割に係る不足税額の納付の手続） （法人税割に係る不足税額の納付の手続）

第45条の６ 法人の市民税の納税者は，法第321条

の11第４項の規定により法人の市民税に係る更正

又は決定の通知を受けた場合には，当該不足税額

を当該通知書の指定する期限までに，施行規則第

22号の４様式による納付書により納付しなければ

ならない。

第45条の６ 法人の市民税の納税者は，法第321条

の11第４項の規定により法人の市民税に係る更正

又は決定の通知を受けた場合には，当該不足税額

を当該通知書の指定する期限までに，施行規則第

22号の４様式による納付書により納付しなければ

ならない。

第45条の６ 法人の市民税の納税者は，法第321条

の11第４項の規定により法人の市民税に係る更正

又は決定の通知を受けた場合には，当該不足税額

を当該通知書の指定する期限までに，施行規則第

22号の４様式による納付書により納付しなければ

ならない。

２ 前項の場合においては，その不足税額に法第

321条の８第１項，第２項又は第31項    の

納期限（同条第35項の申告納付に係る法人税割に

係る不足税額がある場合には，同条第１項又は第

２項    の納期限とし，納期限の延長があつ

た場合には，その延長された納期限とする。第４

項第１号において同じ。）の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ，年14.6パーセント（前項

の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１

月を経過する日までの期間については，年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して納付しなければならない。

２ 前項の場合においては，その不足税額に法第

321条の８第１項，第２項又は第31項    の

納期限（同条第35項の申告納付に係る法人税割に

係る不足税額がある場合には，同条第１項又は第

２項    の納期限とし，納期限の延長があつ

た場合には，その延長された納期限とする。第４

項第１号において同じ。）の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ，年14.6パーセント（前項

の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１

月を経過する日までの期間については，年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して納付しなければならない。

２ 前項の場合においては，その不足税額に法第

321条の８第１項，第２項，第４項又は第19項の

納期限（同条第23項の申告納付に係る法人税割に

係る不足税額がある場合には，同条第１項，第２

項又は第４項の納期限とし，納期限の延長があつ

た場合には，その延長された納期限とする。第４

項第１号において同じ。）の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ，年14.6パーセント（前項

の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１

月を経過する日までの期間については，年7.3パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して納付しなければならない。

３ 前項の場合において，法第321条の11第１項又

は第３項の規定による更正の通知をした日が法第

321条の８第１項，第２項又は第31項    の

申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限

前に提出された場合には，当該申告書の提出期

限）の翌日から１年を経過する日後であるとき

は，詐偽その他不正の行為により市民税を免れた

場合を除き，当該１年を経過する日の翌日から当

該通知をした日（法人税に係る修正申告書を提出

し，又は法人税に係る更正若しくは決定がされた

こと

による更正に係るものにあつては，当該

修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正

３ 前項の場合において，法第321条の11第１項又

は第３項の規定による更正の通知をした日が法第

321条の８第１項，第２項又は第31項    の

申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限

前に提出された場合には，当該申告書の提出期

限）の翌日から１年を経過する日後であるとき

は，詐偽その他不正の行為により市民税を免れた

場合を除き，当該１年を経過する日の翌日から当

該通知をした日（法人税に係る修正申告書を提出

し，又は法人税に係る更正若しくは決定がされた

こと                    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

    による更正に係るものにあつては，当該

修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正

３ 前項の場合において，法第321条の11第１項又

は第３項の規定による更正の通知をした日が法第

321条の８第１項，第２項，第４項又は第19項の

申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限

前に提出された場合には，当該申告書の提出期

限）の翌日から１年を経過する日後であるとき

は，詐偽その他不正の行為により市民税を免れた

場合を除き，当該１年を経過する日の翌日から当

該通知をした日（法人税に係る修正申告書を提出

し，又は法人税に係る更正若しくは決定がされた

こと（同条第２項又は第４項の申告書を提出すべ

き法人が連結子法人の場合には，当該連結子法人

との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法

人税法第２条第12号の６の７に規定する連結親法

人をいう。以下この項において同じ。）若しくは

連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に

係る修正申告書を提出し，又は法人税に係る更正

若しくは決定を受けたこと。次項第２号において

同じ。）による更正に係るものにあつては，当該

修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正
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改正後 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正後） 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正前）

若しくは決定の通知をした日）までの期間は，延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

若しくは決定の通知をした日）までの期間は，延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

若しくは決定の通知をした日）までの期間は，延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

４ 第２項の場合において，納付すべき税額を増加

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「増額更正」という。）があつたとき

（当該増額更正に係る市民税について法第321条

の８第１項，第２項又は第31項    の申告書

（以下この項において「当初申告書」という。）

が提出されており，かつ，当該当初申告書の提出

により納付すべき税額を減少させる更正（これに

類するものを含む。以下この項において「減額更

正」という。）があつた後に，当該増額更正があ

つたときに限る。）は，当該増額更正により納付

すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金

の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部

分に相当する税額に限る。）については，前項の

規定にかかわらず，次に掲げる期間（詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた法人についてさ

れた当該増額更正により納付すべき市民税又は施

行令第48条の15の４第４項に規定する市民税にあ

つては，第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金

の計算の基礎となる期間から控除する。

４ 第２項の場合において，納付すべき税額を増加

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「増額更正」という。）があつたとき

（当該増額更正に係る市民税について法第321条

の８第１項，第２項又は第31項    の申告書

（以下この項において「当初申告書」という。）

が提出されており，かつ，当該当初申告書の提出

により納付すべき税額を減少させる更正（これに

類するものを含む。以下この項において「減額更

正」という。）があつた後に，当該増額更正があ

つたときに限る。）は，当該増額更正により納付

すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金

の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部

分に相当する税額に限る。）については，前項の

規定にかかわらず，次に掲げる期間（詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた法人についてさ

れた当該増額更正により納付すべき市民税又は施

行令第48条の15の５第４項に規定する市民税にあ

つては，第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金

の計算の基礎となる期間から控除する。

４ 第２項の場合において，納付すべき税額を増加

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「増額更正」という。）があつたとき

（当該増額更正に係る市民税について法第321条

の８第１項，第２項，第４項又は第19項の申告書

（以下この項において「当初申告書」という。）

が提出されており，かつ，当該当初申告書の提出

により納付すべき税額を減少させる更正（これに

類するものを含む。以下この項において「減額更

正」という。）があつた後に，当該増額更正があ

つたときに限る。）は，当該増額更正により納付

すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金

の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部

分に相当する税額に限る。）については，前項の

規定にかかわらず，次に掲げる期間（詐偽その他

不正の行為により市民税を免れた法人についてさ

れた当該増額更正により納付すべき市民税又は施

行令第48条の15の５第４項に規定する市民税にあ

つては，第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金

の計算の基礎となる期間から控除する。

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税

額の納付があつた日（その日が当該申告に係る

市民税の納期限より前である場合には，当該納

期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日

までの期間

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税

額の納付があつた日（その日が当該申告に係る

市民税の納期限より前である場合には，当該納

期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日

までの期間

(１) 当該当初申告書の提出により納付すべき税

額の納付があつた日（その日が当該申告に係る

市民税の納期限より前である場合には，当該納

期限）の翌日から当該減額更正の通知をした日

までの期間

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更

正が，更正の請求に基づくもの（法人税に係る

更正によるものを除く。）である場合又は法人

税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づ

くものに限る。）によるものである場合には，

当該減額更正の通知をした日の翌日から起算し

て１年を経過する日）の翌日から当該増額更正

の通知をした日（法人税に係る修正申告書を提

出し，又は法人税に係る更正若しくは決定がさ

れたことによる更正に係るものにあつては，当

該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が

更正若しくは決定の通知をした日）までの期間

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更

正が，更正の請求に基づくもの（法人税に係る

更正によるものを除く。）である場合又は法人

税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づ

くものに限る。）によるものである場合には，

当該減額更正の通知をした日の翌日から起算し

て１年を経過する日）の翌日から当該増額更正

の通知をした日（法人税に係る修正申告書を提

出し，又は法人税に係る更正若しくは決定がさ

れたことによる更正に係るものにあつては，当

該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が

更正若しくは決定の通知をした日）までの期間

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更

正が，更正の請求に基づくもの（法人税に係る

更正によるものを除く。）である場合又は法人

税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づ

くものに限る。）によるものである場合には，

当該減額更正の通知をした日の翌日から起算し

て１年を経過する日）の翌日から当該増額更正

の通知をした日（法人税に係る修正申告書を提

出し，又は法人税に係る更正若しくは決定がさ

れたことによる更正に係るものにあつては，当

該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が

更正若しくは決定の通知をした日）までの期間

第45条の７ 略 第45条の７ 略 第45条の７ 略

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞

金）

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞

金）

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞

金）

第45条の７の２ 法人税法第74条第１項又は第144

条の６第１項の規定により法人税に係る申告書を

提出する義務がある法人で同法第75条の２第１項

の規定の適用を受けているものは，当該申告書に

係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に

係るものの所得に対する法人税額を課税標準とし

て算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべ

き均等割額を納付する場合には，当該税額に，当

該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以

後２月を経過した日から同項の規定により延長さ

れた当該申告書の提出期限までの期間の日数に応

じ，年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金額を加算して納付しなければ

ならない。

第45条の７の２ 法人税法第74条第１項又は第144

条の６第１項の規定により法人税に係る申告書を

提出する義務がある法人で同法第75条の２第１項

の規定の適用を受けているものは，当該申告書に

係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に

係るものの所得に対する法人税額を課税標準とし

て算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべ

き均等割額を納付する場合には，当該税額に，当

該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以

後２月を経過した日から同項の規定により延長さ

れた当該申告書の提出期限までの期間の日数に応

じ，年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金額を加算して納付しなければ

ならない。

第45条の７の２ 法人税法第74条第１項又は第144

条の６第１項の規定により法人税に係る申告書を

提出する義務がある法人で同法第75条の２第１項

の規定の適用を受けているものは，当該申告書に

係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に

係るものの所得に対する法人税額を課税標準とし

て算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべ

き均等割額を納付する場合には，当該税額に，当

該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以

後２月を経過した日から同項の規定により延長さ

れた当該申告書の提出期限までの期間の日数に応

じ，年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金額を加算して納付しなければ

ならない。

２ 第45条の５第７項の規定は，前項の延滞金額に

ついて準用する。この場合において，同条第７項

中「前項の規定にかかわらず，次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法

人が法第321条の11第１項若しくは第３項の規定

による更正があるべきことを予知して提出した修

正申告書に係る市民税又は施行令第48条の16の２

第３項に規定する市民税にあつては，第１号に掲

２ 第45条の５第７項の規定は，前項の延滞金額に

ついて準用する。この場合において，同条第７項

中「前項の規定にかかわらず，次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法

人が法第321条の11第１項若しくは第３項の規定

による更正があるべきことを予知して提出した修

正申告書に係る市民税又は施行令第48条の16の２

第３項に規定する市民税にあつては，第１号に掲

２ 第45条の５第７項の規定は，前項の延滞金額に

ついて準用する。この場合において，同条第７項

中「前項の規定にかかわらず，次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法

人が法第321条の11第１項若しくは第３項の規定

による更正があるべきことを予知して提出した修

正申告書に係る市民税又は施行令第48条の16の２

第３項に規定する市民税にあつては，第１号に掲
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改正後 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正後） 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正前）

げる期間に限る。）」とあるのは，「当該当初申

告書の提出により納付すべき税額の納付があつた

日（その日が第45条の７の２第１項の法人税額の

課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過

した日より前である場合には，同日）から第45条

の７の２第１項の申告書の提出期限までの期間」

と読み替えるものとする。

げる期間に限る。）」とあるのは，「当該当初申

告書の提出により納付すべき税額の納付があつた

日（その日が第45条の７の２第１項の法人税額の

課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過

した日より前である場合には，同日）から第45条

の７の２第１項の申告書の提出期限までの期間」

と読み替えるものとする。

げる期間に限る。）」とあるのは，「当該当初申

告書の提出により納付すべき税額の納付があつた

日（その日が第45条の７の２第１項の法人税額の

課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過

した日より前である場合には，同日）から第45条

の７の２第１項の申告書の提出期限までの期間」

と読み替えるものとする。

３ 第45条の６第４項の規定は，第１項の延滞金額

について準用する。この場合において，同条第４

項中「前項の規定にかかわらず，次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法

人についてされた当該増額更正により納付すべき

市民税又は施行令第48条の15の４第４項に規定す

る市民税にあつては，第１号に掲げる期間に限

る。）」とあるのは，「当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額の納付があつた日（その日が

第45条の７の２第１項の法人税額の課税標準の算

定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前

である場合には，同日）から同条第１項の申告書

の提出期限までの期間」と読み替えるものとす

る。

３ 第45条の６第４項の規定は，第１項の延滞金額

について準用する。この場合において，同条第４

項中「前項の規定にかかわらず，次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法

人についてされた当該増額更正により納付すべき

市民税又は施行令第48条の15の５第４項に規定す

る市民税にあつては，第１号に掲げる期間に限

る。）」とあるのは，「当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額の納付があつた日（その日が

第45条の７の２第１項の法人税額の課税標準の算

定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前

である場合には，同日）から同条第１項の申告書

の提出期限までの期間」と読み替えるものとす

る。

３ 第45条の６第４項の規定は，第１項の延滞金額

について準用する。この場合において，同条第４

項中「前項の規定にかかわらず，次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法

人についてされた当該増額更正により納付すべき

市民税又は施行令第48条の15の５第４項に規定す

る市民税にあつては，第１号に掲げる期間に限

る。）」とあるのは，「当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額の納付があつた日（その日が

第45条の７の２第１項の法人税額の課税標準の算

定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前

である場合には，同日）から同条第１項の申告書

の提出期限までの期間」と読み替えるものとす

る。

４ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人税

に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第

81条の24第１項の規定の適用を受けているもの及

び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結

子法人（連結申告法人に限る。）は，当該申告書

に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその

適用に係るものの連結所得（同法第２条第18号の

４に規定する連結所得をいう。）に対する連結法

人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として

算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき

均等割額を納付する場合には，当該税額に，当該

連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日

以後２月を経過した日から同項の規定により延長

された当該申告書の提出期限までの期間の日数に

応じ，年7.3パーセントの割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して納付しなけれ

ばならない。

５ 第45条の５第７項の規定は，前項の延滞金額に

ついて準用する。この場合において，同条第７項

中「前項の規定にかかわらず，次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法

人が法第321条の11第１項若しくは第３項の規定

による更正があるべきことを予知して提出した修

正申告書に係る市民税又は施行令第48条の16の２

第３項に規定する市民税にあつては，第１号に掲

げる期間に限る。）」とあるのは，「当該当初申

告書の提出により納付すべき税額の納付があつた

日（その日が第45条の７の２第４項の連結法人税

額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を

経過した日より前である場合には，同日）から第

45条の７の２第４項の申告書の提出期限までの期

間」と読み替えるものとする。

６ 第45条の６第４項の規定は，第４項の延滞金額

について準用する。この場合において，同条第４

項中「前項の規定にかかわらず，次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法

人についてされた当該増額更正により納付すべき

市民税又は施行令第48条の15の５第４項に規定す

る市民税にあつては，第１号に掲げる期間に限

る。）」とあるのは，「当該当初申告書の提出に

より納付すべき税額の納付があつた日（その日が

第45条の７の２第４項の連結法人税額の課税標準

の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日よ
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改正後 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正後） 改正前（令和２年条例第33号の第２条の改正前）

り前である場合には，同日）から同条第４項の申

告書の提出期限までの期間」と読み替えるものと

する。

第45条の８から第150条まで 略 第45条の８から第150条まで 略 第45条の８から第150条まで 略

附 則 附 則 附 則

第１条から第３条の２まで 略 第１条から第３条の２まで 略 第１条から第３条の２まで 略

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例）

第３条の３ 当分の間，日本銀行法（平成９年法律

第89号）第15条第１項（第１号に係る部分に限

る。）の規定により定められる商業手形の基準割

引率が年5.5パーセントを超えて定められる日か

らその後年5.5パーセント以下に定められる日の

前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規定

により第45条の７の２第１項     に規定す

る延滞金の割合を前条第２項に規定する加算した

割合とする年に含まれる期間がある場合には，当

該期間を除く。以下この項において「特例期間」

という。）内（法人税法第75条の２第１項（同法

第144条の８において準用する場合を含む。）の

規定により延長された法第321条の８第１項に規

定する申告書の提出期限           

                                 

              が当該年5.5パ

ーセント以下に定められる日以後に到来すること

となる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到

来する場合における当該市民税に係る第45条の７

の２の規定による延滞金については，当該年5.5

パーセントを超えて定められる日から当該延長さ

れた申告書の提出期限までの期間内）は，特例期

間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第

45条の７の２第１項     に規定する延滞金

の年7.3パーセントの割合は，これらの規定及び

前条第２項の規定にかかわらず，当該年7.3パー

セントの割合と当該申告基準日における当該商業

手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合

を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で

除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて

計算した割合とを合計した割合（当該合計した割

合が年12.775パーセントの割合を超える場合に

は，年12.775パーセントの割合）とする。

第３条の３ 当分の間，日本銀行法（平成９年法律

第89号）第15条第１項（第１号に係る部分に限

る。）の規定により定められる商業手形の基準割

引率が年5.5パーセントを超えて定められる日か

らその後年5.5パーセント以下に定められる日の

前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規定

により第45条の７の２第１項及び第４項に規定す

る延滞金の割合を前条第２項に規定する加算した

割合とする年に含まれる期間がある場合には，当

該期間を除く。以下この項において「特例期間」

という。）内（法人税法第75条の２第１項（同法

第144条の８において準用する場合を含む。）の

規定により延長された法第321条の８第１項に規

定する申告書の提出期限又は法人税法第81条の24

第１項の規定により延長された法第321条の８第

４項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パ

ーセント以下に定められる日以後に到来すること

となる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到

来する場合における当該市民税に係る第45条の７

の２の規定による延滞金については，当該年5.5

パーセントを超えて定められる日から当該延長さ

れた申告書の提出期限までの期間内）は，特例期

間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第

45条の７の２第１項及び第４項に規定する延滞金

の年7.3パーセントの割合は，これらの規定及び

前条第２項の規定にかかわらず，当該年7.3パー

セントの割合と当該申告基準日における当該商業

手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合

を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で

除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて

計算した割合とを合計した割合（当該合計した割

合が年12.775パーセントの割合を超える場合に

は，年12.775パーセントの割合）とする。

第３条の３ 当分の間，日本銀行法（平成９年法律

第89号）第15条第１項（第１号に係る部分に限

る。）の規定により定められる商業手形の基準割

引率が年5.5パーセントを超えて定められる日か

らその後年5.5パーセント以下に定められる日の

前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規定

により第45条の７の２第１項及び第４項に規定す

る延滞金の割合を前条第２項に規定する加算した

割合とする年に含まれる期間がある場合には，当

該期間を除く。以下この項において「特例期間」

という。）内（法人税法第75条の２第１項（同法

第144条の８において準用する場合を含む。）の

規定により延長された法第321条の８第１項に規

定する申告書の提出期限又は法人税法第81条の24

第１項の規定により延長された法第321条の８第

４項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パ

ーセント以下に定められる日以後に到来すること

となる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到

来する場合における当該市民税に係る第45条の７

の２の規定による延滞金については，当該年5.5

パーセントを超えて定められる日から当該延長さ

れた申告書の提出期限までの期間内）は，特例期

間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第

45条の７の２第１項及び第４項に規定する延滞金

の年7.3パーセントの割合は，これらの規定及び

前条第２項の規定にかかわらず，当該年7.3パー

セントの割合と当該申告基準日における当該商業

手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合

を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で

除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて

計算した割合とを合計した割合（当該合計した割

合が年12.775パーセントの割合を超える場合に

は，年12.775パーセントの割合）とする。

２ 前項に規定する「申告基準日」とは，法人税額

の課税標準の算定期間            

                     の

末日後２月を経過した日の前日（その日が民法第

142条に規定する休日，土曜日又は12月29日，同

月30日若しくは同月31日に該当するときは，これ

らの日の翌日）をいう。

２ 前項に規定する「申告基準日」とは，法人税額

の課税標準の算定期間又は法第321条の８第４項

に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の

末日後２月を経過した日の前日（その日が民法第

142条に規定する休日，土曜日又は12月29日，同

月30日若しくは同月31日に該当するときは，これ

らの日の翌日）をいう。

２ 前項に規定する「申告基準日」とは，法人税額

の課税標準の算定期間又は法第321条の８第４項

に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の

末日後２月を経過した日の前日（その日が民法第

142条に規定する休日，土曜日又は12月29日，同

月30日若しくは同月31日に該当するときは，これ

らの日の翌日）をいう。

第３条の３の２から第42条まで 略 第３条の３の２から第42条まで 略 第３条の３の２から第42条まで 略

附 則 略 附 則 略 附 則 略

附 則（令和３年条例第21号抄）

（施行期日）

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。

ただし，第２条の規定は，公布の日から施行す

る。
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保健福祉部 障がい福祉課

議案第 69 号

専決処分につき承認を求めることについて（盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及

び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例）

１ 改正の趣旨

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第 171号）等の改正に伴い，

必要な規定の整備を行う必要が生じたことから，地方自治法（昭和22年法律第67号）第 179条第

１項の規定に基づく専決処分により改正したものである。

２ 一部改正をした条例

(1) 盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（

平成24年条例第50号）

(2) 盛岡市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年条

例第51号）

(3) 盛岡市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年条例第55号）

(4) 盛岡市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和２年

条例第16号）

(5) 盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等

の一部を改正する条例（令和３年条例第19号）

３ 改正の内容

(1) 経過的指定障害者支援施設（※）が就労継続支援Ａ型を提供する場合における運営基準とし

て，次の内容を定める。

ア 就労の機会の提供に当たって，利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるととも

に，利用者の要望を踏まえたものとしなければならないものとする。              

イ 生産活動に係る事業の収入から当該事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が，利

用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならないものとする。

  ウ 賃金及び工賃の支払いに，原則として，自立支援給付をもって充ててはならないものとす

る。

エ 事業の目的，運営の方針等の重要事項に関する運営規程を定めておかなければならないも

のとする。
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オ おおむね１年に１回以上，厚生労働大臣が定める事項について自ら評価を行い，その結果

を公表しなければならないものとする。

(2) 経過的障害者支援施設について，(1) に準じた改正を行う。

(3) その他規定の整備を行う。

４ 施行期日

  公布の日

※「経過的指定障害者支援施設」

平成18年10月の障害者自立支援法の施行により，入所施設に係る制度が改正され

たことに伴い，改正前からの施設入所者等が，改正後の入所要件に該当しなくなっ

た場合であっても，経過措置として引き続き入所することができる施設をいう。
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【第１条】盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例新旧対照表

改正後 改正前

○盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例

○盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例

平成24年12月25日条例第50号 平成24年12月25日条例第50号

改正 略 改正 略

令和３年４月12日条例第22号

盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例

盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例

目次及び第１条から第209条まで 略 目次及び第１条から第209条まで 略

（準用） （準用）

第210条 第10条から第13条まで，第15条から第18条まで，第20条，第21条，

第24条第２項，第29条，第34条の２，第36条の２から第42条まで，第59条

から第62条まで，第68条，第70条から第72条まで，第76条，第77条，第83

条，第88条から第90条まで，第91条（第10号を除く。）及び第92条から第

94条までの規定は，特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用す

る。この場合において，第10条第１項中「第32条」とあるのは「第210条第

１項において準用する第91条」と，第16条中「介護給付費」とあるのは「特

例介護給付費又は特例訓練等給付費」と，第21条第２項中「次条第１項か

ら第３項まで」とあるのは「第210条第２項において準用する第84条第２項

及び第３項，第210条第３項及び第５項において準用する第146条第２項及

び第３項並びに第210条第４項において準用する第157条第２項及び第３

項」と，第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第210条第２項にお

いて準用する第84条第２項，第210条第３項及び第５項において準用する第

146条第２項並びに第210条第４項において準用する第157条第２項」と，第

37条第３項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事

業を行う者等」と，第42条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分する

とともに，指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるの

は「提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに，その会計を」

と，第59条第１項中「次条第１項」とあるのは「第210条第１項において準

用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害

福祉サービス計画」と，第60条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準

該当障害福祉サービス計画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「６月

（特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練（機能

訓練）に係る計画又は特定基準該当自立訓練（生活訓練）に係る計画にあ

っては，３月）」と，第61条中「前条」とあるのは「第210条第１項におい

て準用する前条」と，第77条第２項第１号中「第60条第１項」とあるのは

「第210条第１項において準用する第60条第１項」と，「療養介護計画」と

あるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と，同項第２号中「第55

条第１項」とあるのは「第210条第１項において準用する第20条第１項」と，

同項第３号中「第67条」とあるのは「第210条第１項において準用する第90

条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第210

条第１項」と，第90条第２号中「介護給付費又は特例介護給付費」とある

のは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と，第94条第１項中「前条」

とあるのは「第210条第２項から第５項までにおいて準用する前条」と読み

替えるものとする。

第210条 第10条から第13条まで，第15条から第18条まで，第20条，第21条，

第24条第２項，第29条，第34条の２，第36条の２から第42条まで，第59条

から第62条まで，第68条，第70条から第72条まで，第76条，第77条，第83

条，第88条から第90条まで，第91条（第10号を除く。）及び第92条から第

94条までの規定は，特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用す

る。この場合において，第10条第１項中「第32条」とあるのは「第210条第

１項において準用する第91条」と，第16条中「介護給付費」とあるのは「特

例介護給付費又は特例訓練等給付費」と，第21条第２項中「次条第１項か

ら第３項まで」とあるのは「第210条第２項において準用する第84条第２項

及び第３項，第210条第３項及び第５項において準用する第146条第２項及

び第３項並びに第210条第４項において準用する第157条第２項及び第３

項」と，第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第210条第２項にお

いて準用する第84条第２項，第210条第３項及び第５項において準用する第

146条第２項並びに第210条第４項において準用する第157条第２項」と，第

37条第３項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事

業を行う者等」と，第42条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分する

とともに，指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるの

は「提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに，その会計を」

と，第59条第１項中「次条第１項」とあるのは「第210条第１項において準

用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害

福祉サービス計画」と，第60条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準

該当障害福祉サービス計画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「６月

（特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練（機能

訓練）に係る計画又は特定基準該当自立訓練（生活訓練）に係る計画にあ

っては，３月）」と，第61条中「前条」とあるのは「第210条第１項におい

て準用する前条」と，第77条第２項第１号中「第60条第１項」とあるのは

「第210条第１項において準用する第60条第１項」と，「療養介護計画」と

あるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と，同項第２号中「第55

条第１項」とあるのは「第210条第１項において準用する第20条第１項」と，

同項第３号中「第67条」とあるのは「第210条第１項において準用する第90

条」と，同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第210

条第１項」と，第90条第２号中「介護給付費又は特例介護給付費」とある

のは「特例介護給付費         」と，第94条第１項中「前条」

とあるのは「第210条第２項から第５項までにおいて準用する前条」と読み

替えるものとする。

２ 第79条，第84条（第１項を除く。），第85条（第５項を除く。），第86

条及び第87条の規定は，特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準

該当生活介護の事業を行う者に限る。）について準用する。この場合にお

いて，第79条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定生活

介護」という。）」とあるのは「特定基準該当生活介護」と，第84条中「指

定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と，第85条第６項中「指

定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」

と読み替えるものとする。

２ 第79条，第84条（第１項を除く。），第85条（第５項を除く。），第86

条及び第87条の規定は，特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準

該当生活介護の事業を行う者に限る。）について準用する。この場合にお

いて，第79条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定生活

介護」という。）」とあるのは「特定基準該当生活介護」と，第84条中「指

定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と，第85条第６項中「指

定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」

と読み替えるものとする。

３ 第142条，第146条（第１項を除く。），第147条（第３項を除く。）及び

第148条第２項の規定は，特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準

該当自立訓練（機能訓練）の事業を行う者に限る。）について準用する。

この場合において，第142条中「自立訓練（機能訓練）に係る指定障害福祉

サービス（以下「指定自立訓練（機能訓練）」という。）」とあるのは「特

定基準該当自立訓練（機能訓練）」と，第146条中「指定自立訓練（機能訓

練）」とあるのは「特定基準該当自立訓練（機能訓練）」と，第147条第４

項中「指定自立訓練（機能訓練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害

福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。

３ 第142条，第146条（第１項を除く。），第147条（第３項を除く。）及び

第148条第２項の規定は，特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準

該当自立訓練（機能訓練）の事業を行う者に限る。）について準用する。

この場合において，第142条中「自立訓練（機能訓練）に係る指定障害福祉

サービス（以下「指定自立訓練（機能訓練）」という。）」とあるのは「特

定基準該当自立訓練（機能訓練）」と，第146条中「指定自立訓練（機能訓

練）」とあるのは「特定基準該当自立訓練（機能訓練）」と，第147条第４

項中「指定自立訓練（機能訓練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害

福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。

４ 第147条（第３項を除く。），第148条第２項，第152条及び第157条（第４ 第147条（第３項を除く。），第148条第２項，第152条及び第157条（第
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改正後 改正前

１項及び第４項を除く。）の規定は，特定基準該当障害福祉サービス事業

者（特定基準該当自立訓練（生活訓練）の事業を行う者に限る。）につい

て準用する。この場合において，第147条第４項中「指定自立訓練（機能訓

練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と，第

152条中「自立訓練（生活訓練）（省令第６条の６第２号に規定する自立訓

練（生活訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下

「指定自立訓練（生活訓練）」という。）」とあるのは「特定基準該当自

立訓練（生活訓練）」と，第157条中「指定自立訓練（生活訓練）」とある

のは「特定基準該当自立訓練（生活訓練）」と読み替えるものとする。

１項及び第４項を除く。）の規定は，特定基準該当障害福祉サービス事業

者（特定基準該当自立訓練（生活訓練）の事業を行う者に限る。）につい

て準用する。この場合において，第147条第４項中「指定自立訓練（機能訓

練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と，第

152条中「自立訓練（生活訓練）（省令第６条の６第２号に規定する自立訓

練（生活訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下

「指定自立訓練（生活訓練）」という。）」とあるのは「特定基準該当自

立訓練（生活訓練）」と，第157条中「指定自立訓練（生活訓練）」とある

のは「特定基準該当自立訓練（生活訓練）」と読み替えるものとする。

５ 第86条，第146条（第１項を除く。），第147条（第３項を除く。），第

181条から第183条まで，第186条及び第189条の規定は，特定基準該当障害

福祉サービス事業者（特定基準該当就労継続支援Ｂ型の事業を行う者に限

る。）について準用する。この場合において，第146条中「指定自立訓練（機

能訓練）」とあるのは「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と，第147条第４

項中「指定自立訓練（機能訓練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害

福祉サービス事業所」と，第181条第１項中「第185条」とあるのは「第210

条第１項」と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「特定基準該当障害

福祉サービス計画」と，第186条中「省令第６条の10第２号に規定する就労

継続支援Ｂ型（以下「就労継続支援Ｂ型」という。）に係る指定障害福祉

サービス（以下「指定就労継続支援Ｂ型」という。）」とあるのは「特定

基準該当就労継続支援Ｂ型」と読み替えるものとする。

５ 第86条，第146条（第１項を除く。），第147条（第３項を除く。），第

181条から第183条まで，第186条及び第189条の規定は，特定基準該当障害

福祉サービス事業者（特定基準該当就労継続支援Ｂ型の事業を行う者に限

る。）について準用する。この場合において，第146条中「指定自立訓練（機

能訓練）」とあるのは「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と，第147条第４

項中「指定自立訓練（機能訓練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害

福祉サービス事業所」と，第181条第１項中「第185条」とあるのは「第210

条第１項」と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「特定基準該当障害

福祉サービス計画」と，第186条中「省令第６条の10第２号に規定する就労

継続支援Ｂ型（以下「就労継続支援Ｂ型」という。）に係る指定障害福祉

サービス（以下「指定就労継続支援Ｂ型」という。）」とあるのは「特定

基準該当就労継続支援Ｂ型」と読み替えるものとする。

第211条 略 第211条 略

附 則 略 附 則 略

附 則（令和３年条例第22号）

この条例は，公布の日から施行する。
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【第２条】盛岡市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例新旧対照表

改正後 改正前

○盛岡市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例

○盛岡市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例

平成24年12月25日条例第51号 平成24年12月25日条例第51号

改正 略 改正 略

令和３年４月12日条例第22号

盛岡市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例

盛岡市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例

目次及び第１条から第64条まで 略 目次及び第１条から第64条まで 略

附 則 附 則

（施行期日） （施行期日）

１ この条例は，平成25年４月１日から施行する。 １ この条例は，平成25年４月１日から施行する。

（指定旧法施設支援等に関する経過措置） （指定旧法施設支援等に関する経過措置）

２ 当分の間，第２条第３号中「指定障害福祉サービス等につき」とあるの

は「指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援（法附則第21条第１項

に規定する指定旧法施設支援をいう。以下この条及び第24条において同

じ。）につき」と，「法第29条第３項」とあるのは「法第29条第３項又は

法附則第21条第２項若しくは法附則第22条第４項」と，「指定障害福祉サ

ービス等」とあるのは「指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」

と，第24条中「他の指定障害福祉サービス等」とあるのは「他の指定障害

福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と，「含む。）」とあるのは「含

む。）又は法附則第21条第２項若しくは法附則第22条第４項」と，「指定

障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等

又は特定旧法指定施設（法附則第21条第１項に規定する特定旧法指定施設

をいう。）」とする。

２ 当分の間，第２条第３号中「指定障害福祉サービス等につき」とあるの

は「指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援（法附則第21条第１項

に規定する指定旧法施設支援をいう。以下この条及び第24条において同

じ。）につき」と，「法第29条第３項」とあるのは「法第29条第３項又は

法附則第21条第２項若しくは法附則第22条第４項」と，「指定障害福祉サ

ービス等」とあるのは「指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」

と，第24条中「他の指定障害福祉サービス等」とあるのは「他の指定障害

福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と，「含む。）」とあるのは「含

む。）又は法附則第21条第２項若しくは法附則第22条第４項」と，「指定

障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等

又は特定旧法指定施設（法附則第21条第１項に規定する特定旧法指定施設

をいう。）」とする。

（経過的指定障害者支援施設に置くべき従業者の員数） （経過的指定障害者支援施設に置くべき従業者の員数）

３ 当分の間，第１号ア(ア)に規定する厚生労働大臣が定める者に対する生

活介護，省令附則第１条の２の規定による就労継続支援Ａ型若しくは就労

継続支援Ｂ型又は第６号に規定する厚生労働大臣が定める者に対する施設

入所支援を提供する指定障害者支援施設（以下「経過的指定障害者支援施

設」という。）に置くべき従業者及びその員数は，第５条の規定にかかわ

らず，次のとおりとする。

３ 当分の間，第１号ア(ア)に規定する厚生労働大臣が定める者に対する生

活介護，省令附則第１条の２の規定による就労継続支援Ａ型若しくは就労

継続支援Ｂ型又は第６号に規定する厚生労働大臣が定める者に対する施設

入所支援を提供する指定障害者支援施設（以下「経過的指定障害者支援施

設」という。）に置くべき従業者及びその員数は，第５条の規定にかかわ

らず，次のとおりとする。

(１) 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，第５条第１

項第１号に規定する従業者及びその員数とする。ただし，看護職員，理

学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，同号イ(ア)の規定に

かかわらず，生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，ア及びイに掲げ

る数を合計した数以上とする。

(１) 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，第５条第１

項第１号に規定する従業者及びその員数とする。ただし，看護職員，理

学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，同号イ(ア)の規定に

かかわらず，生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，ア及びイに掲げ

る数を合計した数以上とする。

ア (ア)から(ウ)までに掲げる平均障害支援区分に応じ，それぞれ(ア)

から(ウ)までに定める数

ア (ア)から(ウ)までに掲げる平均障害支援区分に応じ，それぞれ(ア)

から(ウ)までに定める数

(ア) 平均障害支援区分が４未満 利用者（基準省令附則第３条第１

項第１号イ(１)の厚生労働大臣が定める者を除く。(イ)及び(ウ)に

おいて同じ。）の数を６で除して得た数

(ア) 平均障害支援区分が４未満 利用者（基準省令附則第３条第１

項第１号イ(１)の厚生労働大臣が定める者を除く。(イ)及び(ウ)に

おいて同じ。）の数を６で除して得た数

(イ) 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除して得

た数

(イ) 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除して得

た数

(ウ) 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除して得た数 (ウ) 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除して得た数

イ ア(ア)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除して得

た数

イ ア(ア)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除して得

た数

(２) 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，

第５条第１項第２号に規定する従業者及びその員数とする。

(２) 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，

第５条第１項第２号に規定する従業者及びその員数とする。

(３) 自立訓練（生活訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，

第５条第１項第３号に規定する従業者及びその員数とする。

(３) 自立訓練（生活訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，

第５条第１項第３号に規定する従業者及びその員数とする。

(４) 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，第５条

第１項第４号に規定する従業者及びその員数とする。

(４) 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，第５条

第１項第４号に規定する従業者及びその員数とする。

(５) 就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を行う場合に置くべき従業

者は，職業指導員及び生活支援員並びにサービス管理責任者とし，その

員数は，アからカに定める数とする。

(５) 就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を行う場合に置くべき従業

者は，職業指導員及び生活支援員並びにサービス管理責任者とし，その

員数は，アからカに定める数とする。

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数

を10で除して得た数以上とする。

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数

を10で除して得た数以上とする。

イ 職業指導員の数は，１人以上とする。 イ 職業指導員の数は，１人以上とする。

ウ 生活支援員の数は，１人以上とする。 ウ 生活支援員の数は，１人以上とする。

エ サービス管理責任者の数は，(ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区

分に応じ，それぞれ(ア)又は(イ)に定める数

エ サービス管理責任者の数は，(ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区

分に応じ，それぞれ(ア)又は(イ)に定める数

(ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 (ア) 利用者の数が60人以下 １人以上
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改正後 改正前

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に，利用者の数が60人を超えて40

人又は40人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に，利用者の数が60人を超えて40

人又は40人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

オ アからウまでの職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以

上は，常勤でなければならない。

オ アからウまでの職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以

上は，常勤でなければならない。

カ エのサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければなら

ない。

カ エのサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければなら

ない。

(６) 施設入所支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，第５条

第１項第６号に規定する従業者及びその員数とする。ただし，自立訓練

（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援，就労継続支援Ａ

型若しくは就労継続支援Ｂ型を受ける者又は基準省令附則第３条第１項

第６号の厚生労働大臣が定める者に対してのみ提供が行われる単位にあ

っては，宿直勤務を行う生活支援員を１人以上とする。

(６) 施設入所支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，第５条

第１項第６号に規定する従業者及びその員数とする。ただし，自立訓練

（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援，就労継続支援Ａ

型若しくは就労継続支援Ｂ型を受ける者又は基準省令附則第３条第１項

第６号の厚生労働大臣が定める者に対してのみ提供が行われる単位にあ

っては，宿直勤務を行う生活支援員を１人以上とする。

４ 前項に規定する経過的指定障害者支援施設の従業者は，生活介護の単位

若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入

所支援の提供に当たる者又は専ら当該自立訓練（機能訓練），当該自立訓

練（生活訓練），当該就労移行支援，当該就労継続支援Ａ型若しくは当該

就労継続支援Ｂ型の提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者

の支援に支障がない場合は，この限りでない。

４ 前項に規定する経過的指定障害者支援施設の従業者は，生活介護の単位

若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入

所支援の提供に当たる者又は専ら当該自立訓練（機能訓練），当該自立訓

練（生活訓練），当該就労移行支援，当該就労継続支援Ａ型若しくは当該

就労継続支援Ｂ型の提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者

の支援に支障がない場合は，この限りでない。

（複数の昼間実施サービスを行う経過的指定障害者支援施設における従業

者の員数）

（複数の昼間実施サービスを行う経過的指定障害者支援施設における従業

者の員数）

５ 複数の昼間実施サービスを行う経過的指定障害者支援施設は，昼間実施

サービスの利用定員の合計が20人未満である場合は，第３項第１号から第

４号まで及び第５号オの規定にかかわらず，当該経過的指定障害者支援施

設が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者（医師及びサ

ービス管理責任者を除く。）のうち，１人以上は，常勤でなければならな

いとすることができる。

５ 複数の昼間実施サービスを行う経過的指定障害者支援施設は，昼間実施

サービスの利用定員の合計が20人未満である場合は，第３項第１号から第

４号まで及び第５号オの規定にかかわらず，当該経過的指定障害者支援施

設が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者（医師及びサ

ービス管理責任者を除く。）のうち，１人以上は，常勤でなければならな

いとすることができる。

６ 複数の昼間実施サービスを行う経過的指定障害者支援施設は，第３項第

１号から第４号まで並びに第５号エ及びカの規定にかかわらず，サービス

管理責任者の数を，次の各号に掲げる当該経過的指定障害者支援施設が提

供する昼間実施サービスのうち基準省令附則第４条第２項の厚生労働大臣

が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に定める数とし，

この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち，１人以

上は，常勤でなければならないとすることができる。

６ 複数の昼間実施サービスを行う経過的指定障害者支援施設は，第３項第

１号から第４号まで並びに第５号エ及びカの規定にかかわらず，サービス

管理責任者の数を，次の各号に掲げる当該経過的指定障害者支援施設が提

供する昼間実施サービスのうち基準省令附則第４条第２項の厚生労働大臣

が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に定める数とし，

この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち，１人以

上は，常勤でなければならないとすることができる。

(１) 利用者の数の合計が60人以下 １人以上 (１) 利用者の数の合計が60人以下 １人以上

(２) 利用者の数の合計が61人以上 １人に，利用者の数が60人を超えて

40人又は40人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

(２) 利用者の数の合計が61人以上 １人に，利用者の数が60人を超えて

40人又は40人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

（設備） （設備）

７ 経過的指定障害者支援施設について第９条の規定を適用する場合におい

ては，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型の用に供する訓練・作業室

は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たって支障がない

場合は，設けないことができる。

７ 経過的指定障害者支援施設について第９条の規定を適用する場合におい

ては，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型の用に供する訓練・作業室

は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たって支障がない

場合は，設けないことができる。

（雇用契約の締結等） （雇用契約の締結等）

８ 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，

利用者と雇用契約を締結しなければならない。

８ 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，

利用者と雇用契約を締結しなければならない。

９ 前項の規定にかかわらず，経過的指定障害者支援施設（昼間実施サービ

スとして就労継続支援Ｂ型を提供するものを除く。）は，就労継続支援Ａ

型を提供する場合には，省令第６条の10第２号に規定する者に対して雇用

契約を締結せずに就労継続支援Ａ型を提供することができる。

９ 前項の規定にかかわらず，経過的指定障害者支援施設（昼間実施サービ

スとして就労継続支援Ｂ型を提供するものを除く。）は，就労継続支援Ａ

型を提供する場合には，省令第６条の10第２号に規定する者に対して雇用

契約を締結せずに就労継続支援Ａ型を提供することができる。

（就労） （就労）

10 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合におけ

る就労の機会の提供に当たっては，地域の実情並びに製品及びサービスの

需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。

10 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合におけ

る就労の機会の提供に当たっては，地域の実情並びに製品及びサービスの

需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。

11 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合におけ

る就労の機会の提供に当たっては，作業の能率の向上が図られるよう，利

用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

11 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合におけ

る就労の機会の提供に当たっては，作業の能率の向上が図られるよう，利

用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

12 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合におけ

る就労の機会の提供に当たっては，利用者の就労に必要な知識及び能力の

向上に努めるとともに，利用者の要望を踏まえたものとしなければならな

い。

（賃金等） （賃金等）

13 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，

附則第８項の規定により雇用契約を締結した利用者が自立した日常生活又

は社会生活を営むことを支援するため，賃金の水準を高めるよう努めなけ

ればならない。

12 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，

附則第８項の規定により雇用契約を締結した利用者が自立した日常生活又

は社会生活を営むことを支援するため，賃金の水準を高めるよう努めなけ

ればならない。
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14 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，

生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除し

た額に相当する金額が利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなけ

ればならない。

15 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，

附則第８項の雇用契約を締結していない利用者に対しては，生産活動に係

る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当す

る金額を工賃として支払わなければならない。

13 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，

附則第８項の雇用契約を締結していない利用者に対しては，生産活動に係

る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当す

る金額を工賃として支払わなければならない。

16 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，

附則第８項の雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社

会生活を営むことを支援するため，前項の規定により支払われる工賃の水

準を高めるよう努めなければならない。

14 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，

附則第８項の雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社

会生活を営むことを支援するため，前項の規定により支払われる工賃の水

準を高めるよう努めなければならない。

17 附則第15項の規定により，附則第８項の雇用契約を締結していない利用

者に対して支払われる１月当たりの工賃の平均額は，3,000円を下回っては

ならない。

15 附則第13項の規定により，附則第８項の雇用契約を締結していない利用

者に対して支払われる１月当たりの工賃の平均額は，3,000円を下回っては

ならない。

18 賃金及び附則第15項に規定する工賃の支払に要する額は，原則として，

自立支援給付をもって充ててはならない。ただし，災害その他やむを得な

い理由がある場合は，この限りでない。

（工賃の支払等） （工賃の支払等）

19 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，

利用者に，生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経

費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

16 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，

利用者に，生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経

費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

20 前項の規定により利用者に対して支払われる１月当たりの工賃の平均額

（附則第22項において「工賃の平均額」という。）は，3,000円を下回って

はならない。

17 前項の規定により利用者に対して支払われる１月当たりの工賃の平均額

（附則第19項において「工賃の平均額」という。）は，3,000円を下回って

はならない。

21 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため，工賃

の水準を高めるよう努めなければならない。

18 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため，工賃

の水準を高めるよう努めなければならない。

22 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，

年度ごとに，工賃の目標水準を設定し，当該工賃の目標水準及び前年度に

利用者に対して支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに，県

及び市に報告しなければならない。

19 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，

年度ごとに，工賃の目標水準を設定し，当該工賃の目標水準及び前年度に

利用者に対して支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに，県

及び市に報告しなければならない。

（実習の実施） （実習の実施）

23 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型

を提供する場合には，利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習

できるよう，実習の受入先の確保に努めなければならない。

20 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型

を提供する場合には，利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習

できるよう，実習の受入先の確保に努めなければならない。

24 経過的指定障害者支援施設は，前項の実習の受入先の確保に当たっては，

公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，特別支援学校等の関係

機関と連携して，利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければ

ならない。

21 経過的指定障害者支援施設は，前項の実習の受入先の確保に当たっては，

公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，特別支援学校等の関係

機関と連携して，利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければ

ならない。

（求職活動の支援等の実施） （求職活動の支援等の実施）

25 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型

を提供する場合には，公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行

う求職活動の支援に努めなければならない。

22 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型

を提供する場合には，公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行

う求職活動の支援に努めなければならない。

26 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型

を提供する場合には，公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，

特別支援学校等の関係機関と連携して，利用者の意向及び適性に応じた求

人の開拓に努めなければならない。

23 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型

を提供する場合には，公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，

特別支援学校等の関係機関と連携して，利用者の意向及び適性に応じた求

人の開拓に努めなければならない。

（職場への定着のための支援等の実施） （職場への定着のための支援等の実施）

27 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型

を提供する場合には，利用者の職場への定着を促進するため，障害者就業・

生活支援センター等の関係機関と連携して，利用者が就職した日から６月

以上，職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

24 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型

を提供する場合には，利用者の職場への定着を促進するため，障害者就業・

生活支援センター等の関係機関と連携して，利用者が就職した日から６月

以上，職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

28 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型

の提供に当たっては，利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合に

は，前項の支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けら

れるよう，指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

25 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型

の提供に当たっては，利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合に

は，前項の支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けら

れるよう，指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

（利用者及び従業者以外の者の雇用） （利用者及び従業者以外の者の雇用）

29 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合におい

て，利用者及び従業者以外の者を就労継続支援Ａ型に従事する作業員とし

て雇用するときは，次に掲げる就労継続支援Ａ型の利用定員の区分に応じ，

当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

26 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合におい

て，利用者及び従業者以外の者を就労継続支援Ａ型に従事する作業員とし

て雇用するときは，次に掲げる就労継続支援Ａ型の利用定員の区分に応じ，

当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

(１) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た

数

(１) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た

数
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(２) 利用定員が21人以上30人以下 10人又は利用定員に100分の40を乗

じて得た数のいずれか多い数

(２) 利用定員が21人以上30人以下 10人又は利用定員に100分の40を乗

じて得た数のいずれか多い数

(３) 利用定員が31人以上 12人又は利用定員に100分の30を乗じて得た

数のいずれか多い数

(３) 利用定員が31人以上 12人又は利用定員に100分の30を乗じて得た

数のいずれか多い数

（運営規程）

30 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておか

なければならない。

(１) 事業の目的及び運営の方針

(２) 従業者の職種，員数及び職務の内容

(３) 営業日及び営業時間

(４) 利用定員

(５) 利用者に対して提供する就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係る

ものを除く。）並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその

額

(６) 利用者に対して提供する就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係る

ものに限る。），賃金及び附則第15項に規定する工賃並びに利用者の労

働時間及び作業時間

(７) 通常の事業の実施地域

(８) サービスの利用に当たっての留意事項

(９) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害対策

(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種

類

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) その他運営に関する重要事項

（厚生労働大臣が定める事項の評価等）

31 経過的指定障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，

おおむね１年に１回以上，基準省令附則第13条の３の厚生労働大臣が定め

る事項について，同条の厚生労働大臣が定めるところにより，自ら評価を

行い，その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなけれ

ばならない。

（経過的指定障害者支援施設に関する読替え） （経過的指定障害者支援施設に関する読替え）

32 経過的指定障害者支援施設について第15条，第23条及び第31条    

の規定を適用する場合においては，第15条第１項，第23条第３項第２号及

び第31条第２項中「又は就労継続支援Ｂ型」とあるのは「       ，

就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型」と              

                         する。

27 経過的指定障害者支援施設について第15条，第23条，第31条及び第32条

の規定を適用する場合においては，第15条第１項，第23条第３項第２号及

び第31条第２項中「又は就労移行支援  」とあるのは「，就労移行支援，

就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型」と，第32条中「又は就労移行支

援」とあるのは「，就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型」とする。

（多目的室の経過措置） （多目的室の経過措置）

33 平成18年10月１日以前から存する法附則第41条第１項の規定によりなお

従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定

による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下「旧身体障

害者福祉法」という。）第29条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身

体障害者福祉法第17条の10第１項の指定を受けているもの（以下「指定身

体障害者更生施設」という。）若しくは旧身体障害者福祉法第31条に規定

する身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第１項の指

定を受けているもの（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関

係省令の整備等に関する省令（平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備

省令」という。）による廃止前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運

営に関する基準（平成14年厚生労働省令第79号。以下「旧身体障害者更生

施設等指定基準」という。）第２条第３号イに規定する指定特定身体障害

者入所授産施設に限る。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。），

法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることがで

きることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法

（昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。）第21条の

６に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第

１項の指定を受けているもの（整備省令による廃止前の指定知的障害者更

生施設等の設備及び運営に関する基準（平成14年厚生労働省令第81号。以

下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。）第２条第１号イに規定

する指定知的障害者入所更生施設に限る。以下「指定知的障害者更生施設」

という。）若しくは旧知的障害者福祉法第21条の７に規定する知的障害者

授産施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第１項の指定を受けている

もの（旧知的障害者更生施設等指定基準第２条第２号イに規定する指定特

定知的障害者入所授産施設に限る。以下「指定特定知的障害者授産施設」

28 平成18年10月１日以前から存する法附則第41条第１項の規定によりなお

従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定

による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下「旧身体障

害者福祉法」という。）第29条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身

体障害者福祉法第17条の10第１項の指定を受けているもの（以下「指定身

体障害者更生施設」という。）若しくは旧身体障害者福祉法第31条に規定

する身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第１項の指

定を受けているもの（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関

係省令の整備等に関する省令（平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備

省令」という。）による廃止前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運

営に関する基準（平成14年厚生労働省令第79号。以下「旧身体障害者更生

施設等指定基準」という。）第２条第３号イに規定する指定特定身体障害

者入所授産施設に限る。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。），

法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることがで

きることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法

（昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。）第21条の

６に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第

１項の指定を受けているもの（整備省令による廃止前の指定知的障害者更

生施設等の設備及び運営に関する基準（平成14年厚生労働省令第81号。以

下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。）第２条第１号イに規定

する指定知的障害者入所更生施設に限る。以下「指定知的障害者更生施設」

という。）若しくは旧知的障害者福祉法第21条の７に規定する知的障害者

授産施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第１項の指定を受けている

もの（旧知的障害者更生施設等指定基準第２条第２号イに規定する指定特

定知的障害者入所授産施設に限る。以下「指定特定知的障害者授産施設」
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改正後 改正前

という。）又は法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をする

ことができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。）第50条の２第１

項第１号に規定する精神障害者生活訓練施設（以下「精神障害者生活訓練

施設」という。）若しくは同項第２号に規定する精神障害者授産施設（整

備省令による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基

準（平成12年厚生省令第87号）第23条第１号に規定する精神障害者通所授

産施設及び同条第２号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く。

以下「精神障害者授産施設」という。）において施設障害福祉サービスを

提供する場合におけるこれらの施設の建物（基本的な設備が完成している

ものを含み，平成18年10月１日後に増築され，又は改築される等建物の構

造を変更したものを除く。以下同じ。）については，当分の間，第９条第

１項に規定する多目的室を設けないことができる。

という。）又は法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をする

ことができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。）第50条の２第１

項第１号に規定する精神障害者生活訓練施設（以下「精神障害者生活訓練

施設」という。）若しくは同項第２号に規定する精神障害者授産施設（整

備省令による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基

準（平成12年厚生省令第87号）第23条第１号に規定する精神障害者通所授

産施設及び同条第２号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く。

以下「精神障害者授産施設」という。）において施設障害福祉サービスを

提供する場合におけるこれらの施設の建物（基本的な設備が完成している

ものを含み，平成18年10月１日後に増築され，又は改築される等建物の構

造を変更したものを除く。以下同じ。）については，当分の間，第９条第

１項に規定する多目的室を設けないことができる。

（居室の定員の経過措置） （居室の定員の経過措置）

34 平成18年10月１日以前から存する指定知的障害者更生施設又は指定特定

知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけ

るこれらの施設の建物について，第９条第２項の規定を適用する場合にお

いては，同項第２号ア中「４人」とあるのは，「原則として４人」とする。

29 平成18年10月１日以前から存する指定知的障害者更生施設又は指定特定

知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけ

るこれらの施設の建物について，第９条第２項の規定を適用する場合にお

いては，同項第２号ア中「４人」とあるのは，「原則として４人」とする。

（居室面積の経過措置） （居室面積の経過措置）

35 平成18年10月１日以前から存する指定身体障害者更生施設，指定特定身

体障害者授産施設，指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産

施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設

の建物について，第９条第２項の規定を適用する場合においては，同項第

２号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは，「6.6平方メートル」とする。

30 平成18年10月１日以前から存する指定身体障害者更生施設，指定特定身

体障害者授産施設，指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産

施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設

の建物について，第９条第２項の規定を適用する場合においては，同項第

２号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは，「6.6平方メートル」とする。

36 平成18年10月１日以前から存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害

者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれら

の施設の建物について，第９条第２項の規定を適用する場合においては，

同項第２号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは，「4.4平方メートル」と

する。

31 平成18年10月１日以前から存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害

者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれら

の施設の建物について，第９条第２項の規定を適用する場合においては，

同項第２号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは，「4.4平方メートル」と

する。

37 平成18年10月１日以前から存する指定身体障害者更生施設若しくは指定

特定身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生施設等指定基準附則第

２条第１項若しくは第４条第１項の規定の適用を受けているもの又は指定

知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設であって旧知的

障害者更生施設等指定基準附則第２条若しくは第３条の規定の適用を受け

ているものにおいて，施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれ

らの施設の建物について，第９条第２項の規定を適用する場合においては，

同項第２号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは，「3.3平方メートル」と

する。

32 平成18年10月１日以前から存する指定身体障害者更生施設若しくは指定

特定身体障害者授産施設であって旧身体障害者更生施設等指定基準附則第

２条第１項若しくは第４条第１項の規定の適用を受けているもの又は指定

知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設であって旧知的

障害者更生施設等指定基準附則第２条若しくは第３条の規定の適用を受け

ているものにおいて，施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれ

らの施設の建物について，第９条第２項の規定を適用する場合においては，

同項第２号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは，「3.3平方メートル」と

する。

38 平成24年４月１日以前から存する障がい者制度改革推進本部等における

検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地

域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成22年法律第71

号）第５条による改正前の児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の２

第１項に規定する指定知的障害児施設等（以下「旧指定知的障害児施設等」

という。）であって，同日以後指定障害者支援施設となるものに対する第

９条第２項第２号の規定の適用については，当分の間，同号ウ中「9.9平方

メートル」とあるのは，「4.95平方メートル」とする。ただし，指定障害

者支援施設となった後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更し

た部分については，この限りでない。

33 平成24年４月１日以前から存する障がい者制度改革推進本部等における

検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地

域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成22年法律第71

号）第５条による改正前の児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の２

第１項に規定する指定知的障害児施設等（以下「旧指定知的障害児施設等」

という。）であって，同日以後指定障害者支援施設となるものに対する第

９条第２項第２号の規定の適用については，当分の間，同号ウ中「9.9平方

メートル」とあるのは，「4.95平方メートル」とする。ただし，指定障害

者支援施設となった後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更し

た部分については，この限りでない。

（ブザー又はこれに代わる設備の経過措置） （ブザー又はこれに代わる設備の経過措置）

39 平成18年10月１日以前から存する指定身体障害者更生施設，指定特定身

体障害者授産施設，指定知的障害者更生施設，指定特定知的障害者授産施

設，精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福

祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については，当分

の間，第９条第２項第２号キのブザー又はこれに代わる設備を設けないこ

とができる。

34 平成18年10月１日以前から存する指定身体障害者更生施設，指定特定身

体障害者授産施設，指定知的障害者更生施設，指定特定知的障害者授産施

設，精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福

祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については，当分

の間，第９条第２項第２号キのブザー又はこれに代わる設備を設けないこ

とができる。

40 平成24年４月１日以前から存する旧知的障害児施設等であって，同日以

後指定障害者支援施設となるものについては，当分の間，第９条第２項第

２号キの規定は適用しない。ただし，指定障害者支援施設となった後に増

築され，又は改築される等建物の構造を変更した部分については，この限

りでない。

35 平成24年４月１日以前から存する旧知的障害児施設等であって，同日以

後指定障害者支援施設となるものについては，当分の間，第９条第２項第

２号キの規定は適用しない。ただし，指定障害者支援施設となった後に増

築され，又は改築される等建物の構造を変更した部分については，この限

りでない。

（廊下幅の経過措置） （廊下幅の経過措置）

41 平成18年10月１日以前から存する指定知的障害者更生施設又は指定特定

知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけ

るこれらの施設の建物について，第９条第３項の規定を適用する場合にお

36 平成18年10月１日以前から存する指定知的障害者更生施設又は指定特定

知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけ

るこれらの施設の建物について，第９条第３項の規定を適用する場合にお
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改正後 改正前

いては，同項第１号中「1.5メートル」とあるのは「1.35メートル」とする。 いては，同項第１号中「1.5メートル」とあるのは「1.35メートル」とする。

42 平成18年10月１日以前から存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害

者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれら

の施設の建物については，第９条第３項の規定は，当分の間，適用しない。

37 平成18年10月１日以前から存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害

者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれら

の施設の建物については，第９条第３項の規定は，当分の間，適用しない。

43 平成18年10月１日以前から存する指定身体障害者更生施設，指定特定身

体障害者授産施設，指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産

施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設

の建物については，第９条第３項の規定は，当分の間，適用しない。

38 平成18年10月１日以前から存する指定身体障害者更生施設，指定特定身

体障害者授産施設，指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産

施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設

の建物については，第９条第３項の規定は，当分の間，適用しない。

44 平成24年４月１日以前から存する旧知的障害児施設等であって，同日以

後指定障害者支援施設となるものについては，当分の間，第９条第３項の

規定は適用しない。ただし，指定障害者支援施設となった後に増築され，

又は改築される等建物の構造を変更した部分については，この限りでない。

39 平成24年４月１日以前から存する旧知的障害児施設等であって，同日以

後指定障害者支援施設となるものについては，当分の間，第９条第３項の

規定は適用しない。ただし，指定障害者支援施設となった後に増築され，

又は改築される等建物の構造を変更した部分については，この限りでない。

附 則 略 附 則 略

附 則（令和３年条例第22号）

この条例は，公布の日から施行する。
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【第３条】盛岡市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表

改正後 改正前

○盛岡市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 ○盛岡市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月25日条例第55号 平成24年12月25日条例第55号

改正 略 改正 略

令和３年４月12日条例第22号

盛岡市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 盛岡市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

目次及び第１条から第48条まで 略 目次及び第１条から第48条まで 略

附 則 附 則

（施行期日） （施行期日）

１ この条例は，平成25年４月１日から施行する。 １ この条例は，平成25年４月１日から施行する。

（経過的障害者支援施設に置くべき職員の員数） （経過的障害者支援施設に置くべき職員の員数）

２ 当分の間，第１号ア(ア)に規定する厚生労働大臣が定める者に対する生

活介護，省令附則第１条の２の規定による就労継続支援Ａ型若しくは就労

継続支援Ｂ型又は第６号に規定する厚生労働大臣が定める者に対する施設

入所支援を提供する障害者支援施設（以下「経過的障害者支援施設」とい

う。）に置くべき職員及びその員数は，第11条の規定にかかわらず，次の

とおりとする。

２ 当分の間，第１号ア(ア)に規定する厚生労働大臣が定める者に対する生

活介護，省令附則第１条の２の規定による就労継続支援Ａ型若しくは就労

継続支援Ｂ型又は第６号に規定する厚生労働大臣が定める者に対する施設

入所支援を提供する障害者支援施設（以下「経過的障害者支援施設」とい

う。）に置くべき職員及びその員数は，第11条の規定にかかわらず，次の

とおりとする。

(１) 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は，第11条第１項

第２号に規定する職員及びその員数とする。ただし，看護職員，理学療

法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，同号イ(ア)の規定にかか

わらず，生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，ア及びイに掲げる数

を合計した数以上とする。

(１) 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は，第11条第１項

第２号に規定する職員及びその員数とする。ただし，看護職員，理学療

法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，同号イ(ア)の規定にかか

わらず，生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，ア及びイに掲げる数

を合計した数以上とする。

ア (ア)から(ウ)までに掲げる平均障害支援区分に応じ，それぞれ(ア)

から(ウ)までに定める数

ア (ア)から(ウ)までに掲げる平均障害支援区分に応じ，それぞれ(ア)

から(ウ)までに定める数

(ア) 平均障害支援区分が４未満 利用者（基準省令附則第３条第１

項第１号イ(１)の厚生労働大臣が定める者を除く。(イ)及び(ウ)に

おいて同じ。）の数を６で除して得た数

(ア) 平均障害支援区分が４未満 利用者（基準省令附則第３条第１

項第１号イ(１)の厚生労働大臣が定める者を除く。(イ)及び(ウ)に

おいて同じ。）の数を６で除して得た数

(イ) 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除して得

た数

(イ) 平均障害支援区分が４以上５未満 利用者の数を５で除して得

た数

(ウ) 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除して得た数 (ウ) 平均障害支援区分が５以上 利用者の数を３で除して得た数

イ ア(ア)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除して得

た数

イ ア(ア)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除して得

た数

(２) 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は，

第11条第１項第３号に規定する職員及びその員数とする。

(２) 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は，

第11条第１項第３号に規定する職員及びその員数とする。

(３) 自立訓練（生活訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は，

第11条第１項第４号に規定する職員及びその員数とする。

(３) 自立訓練（生活訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は，

第11条第１項第４号に規定する職員及びその員数とする。

(４) 就労移行支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は，第11条第

１項第５号に規定する職員及びその員数とする。

(４) 就労移行支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は，第11条第

１項第５号に規定する職員及びその員数とする。

(５) 就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を行う場合に置くべき職員

は，職業指導員及び生活支援員並びにサービス管理責任者とし，その員

数は，アからカに定める数とする。

(５) 就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を行う場合に置くべき職員

は，職業指導員及び生活支援員並びにサービス管理責任者とし，その員

数は，アからカに定める数とする。

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数

を10で除して得た数以上とする。

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数

を10で除して得た数以上とする。

イ 職業指導員の数は，１人以上とする。 イ 職業指導員の数は，１人以上とする。

ウ 生活支援員の数は，１人以上とする。 ウ 生活支援員の数は，１人以上とする。

エ サービス管理責任者の数は，(ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区

分に応じ，それぞれ(ア)又は(イ)に定める数

エ サービス管理責任者の数は，(ア)又は(イ)に掲げる利用者の数の区

分に応じ，それぞれ(ア)又は(イ)に定める数

(ア) 利用者の数が60人以下 １人以上 (ア) 利用者の数が60人以下 １人以上

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に，利用者の数が60人を超えて40

人又は40人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

(イ) 利用者の数が61人以上 １人に，利用者の数が60人を超えて40

人又は40人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

オ アからウまでの職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以

上は，常勤でなければならない。

オ アからウまでの職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以

上は，常勤でなければならない。

カ エのサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければなら

ない。

カ エのサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければなら

ない。

(６) 施設入所支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は，第11条第

１項第７号に規定する職員及びその員数とする。ただし，自立訓練（機

能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援，就労継続支援Ａ型若

しくは就労継続支援Ｂ型を受ける者又は基準省令附則第３条第１項第６

号の厚生労働大臣が定める者に対してのみ提供が行われる単位にあって

は，宿直勤務を行う生活支援員を１人以上とする。

(６) 施設入所支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は，第11条第

１項第７号に規定する職員及びその員数とする。ただし，自立訓練（機

能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援，就労継続支援Ａ型若

しくは就労継続支援Ｂ型を受ける者又は基準省令附則第３条第１項第６

号の厚生労働大臣が定める者に対してのみ提供が行われる単位にあって

は，宿直勤務を行う生活支援員を１人以上とする。

３ 前項に規定する経過的障害者支援施設の職員は，生活介護の単位若しく

は施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援

の提供に当たる者又は専ら当該自立訓練（機能訓練），当該自立訓練（生

３ 前項に規定する経過的障害者支援施設の職員は，生活介護の単位若しく

は施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援

の提供に当たる者又は専ら当該自立訓練（機能訓練），当該自立訓練（生
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活訓練），当該就労移行支援，当該就労継続支援Ａ型若しくは当該就労継

続支援Ｂ型の提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者の支援

に支障がない場合は，この限りでない。

活訓練），当該就労移行支援，当該就労継続支援Ａ型若しくは当該就労継

続支援Ｂ型の提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者の支援

に支障がない場合は，この限りでない。

（複数の昼間実施サービスを行う経過的障害者支援施設における職員の員

数）

（複数の昼間実施サービスを行う経過的障害者支援施設における職員の員

数）

４ 複数の昼間実施サービスを行う経過的障害者支援施設は，昼間実施サー

ビス利用定員の合計が20人未満である場合は，附則第２項第１号から第４

号まで及び第５号オの規定にかかわらず，当該経過的障害者支援施設が昼

間実施サービスを行う場合に置くべき職員（施設長，医師及びサービス管

理責任者を除く。）のうち，１人以上は，常勤でなければならないとする

ことができる。

４ 複数の昼間実施サービスを行う経過的障害者支援施設は，昼間実施サー

ビス利用定員の合計が20人未満である場合は，附則第２項第１号から第４

号まで及び第５号オの規定にかかわらず，当該経過的障害者支援施設が昼

間実施サービスを行う場合に置くべき職員（施設長，医師及びサービス管

理責任者を除く。）のうち，１人以上は，常勤でなければならないとする

ことができる。

５ 複数の昼間実施サービスを行う経過的障害者支援施設は，附則第２項第

１号から第４号まで並びに第５号エ及びカの規定にかかわらず，サービス

管理責任者の数を次の各号に掲げる当該経過的障害者支援施設が提供する

昼間実施サービスのうち基準省令附則第４条第２項の厚生労働大臣が定め

るものの利用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に定める数とし，この

規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち，１人以上は，

常勤でなければならないとすることができる。

５ 複数の昼間実施サービスを行う経過的障害者支援施設は，附則第２項第

１号から第４号まで並びに第５号エ及びカの規定にかかわらず，サービス

管理責任者の数を次の各号に掲げる当該経過的障害者支援施設が提供する

昼間実施サービスのうち基準省令附則第４条第２項の厚生労働大臣が定め

るものの利用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に定める数とし，この

規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち，１人以上は，

常勤でなければならないとすることができる。

(１) 利用者の数の合計が60人以下 １人以上 (１) 利用者の数の合計が60人以下 １人以上

(２) 利用者の数の合計が61人以上 １人に，利用者の数の合計が60人を

超えて40人又は40人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以

上

(２) 利用者の数の合計が61人以上 １人に，利用者の数の合計が60人を

超えて40人又は40人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以

上

（設備） （設備）

６ 経過的障害者支援施設について第10条の規定を適用する場合において

は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型の用に供する訓練・作業室は，

就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たって支障がない場合

は，設けないことができる。

６ 経過的障害者支援施設について第10条の規定を適用する場合において

は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型の用に供する訓練・作業室は，

就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たって支障がない場合

は，設けないことができる。

（運営規程）

７ 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなけ

ればならない。

(１) 事業の目的及び運営の方針

(２) 職員の職種，員数及び職務の内容

(３) 営業日及び営業時間

(４) 利用定員

(５) 利用者に対して提供する就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係る

ものを除く。）並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(６) 利用者に対して提供する就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係る

ものに限る。），賃金及び附則第15項に規定する工賃並びに利用者の労

働時間及び作業時間

(７) 通常の事業の実施地域

(８) サービスの利用に当たっての留意事項

(９) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害対策

(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種

類

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) その他運営に関する重要事項

（雇用契約の締結等） （雇用契約の締結等）

８ 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，利用

者と雇用契約を締結しなければならない。

７ 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，利用

者と雇用契約を締結しなければならない。

９ 前項の規定にかかわらず，経過的障害者支援施設（昼間実施サービスと

して就労継続支援Ｂ型を提供するものを除く。）は，就労継続支援Ａ型を

提供する場合には，省令第６条の10第２号に規定する者に対して雇用契約

を締結せずに就労継続支援Ａ型を提供することができる。

８ 前項の規定にかかわらず，経過的障害者支援施設（昼間実施サービスと

して就労継続支援Ｂ型を提供するものを除く。）は，就労継続支援Ａ型を

提供する場合には，省令第６条の10第２号に規定する者に対して雇用契約

を締結せずに就労継続支援Ａ型を提供することができる。

（就労） （就労）

10 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合における就

労の機会の提供に当たっては，地域の実情並びに製品及びサービスの需給

状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

９ 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合における就

労の機会の提供に当たっては，地域の実情並びに製品及びサービスの需給

状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

11 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合における就

労の機会の提供に当たっては，作業の能率の向上が図られるよう，利用者

の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

10 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合における就

労の機会の提供に当たっては，作業の能率の向上が図られるよう，利用者

の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

12 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合における就

労の機会の提供に当たっては，利用者の就労に必要な知識及び能力の向上
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に努めるとともに，利用者の要望を踏まえたものとしなければならない。

（賃金等） （賃金等）

13 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，附則

第８項の規定により雇用契約を締結した利用者が自立した日常生活又は社

会生活を営むことを支援するため，賃金の水準を高めるよう努めなければ

ならない。

11 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，附則

第７項の規定により雇用契約を締結した利用者が自立した日常生活又は社

会生活を営むことを支援するため，賃金の水準を高めるよう努めなければ

ならない。

14 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，生産

活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額

に相当する金額が利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければ

ならない。

15 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，附則

第８項の雇用契約を締結していない利用者に対しては，生産活動に係る事

業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金

額を工賃として支払わなければならない。

12 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，附則

第７項の雇用契約を締結していない利用者に対しては，生産活動に係る事

業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金

額を工賃として支払わなければならない。

16 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，附則

第８項の雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生

活を営むことを支援するため，前項の規定により支払われる工賃の水準を

高めるよう努めなければならない。

13 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，附則

第７項の雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生

活を営むことを支援するため，前項の規定により支払われる工賃の水準を

高めるよう努めなければならない。

17 附則第15項の規定により附則第８項の雇用契約を締結していない利用者

に対して支払われる１月当たりの工賃の平均額は，3,000円を下回ってはな

らない。

14 附則第12項の規定により附則第７項の雇用契約を締結していない利用者

に対して支払われる１月当たりの工賃の平均額は，3,000円を下回ってはな

らない。

（工賃の支払等） （工賃の支払等）

18 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，利用

者に，生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を

控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

15 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，利用

者に，生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を

控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

19 前項の規定により利用者に対して支払われる１月当たりの工賃の平均額

（附則第21項において「工賃の平均額」という。）は，3,000円を下回って

はならない。

16 前項の規定により利用者に対して支払われる１月当たりの工賃の平均額

（附則第18項において「工賃の平均額」という。）は，3,000円を下回って

はならない。

20 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，利用

者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため，工賃の水

準を高めるよう努めなければならない。

17 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，利用

者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため，工賃の水

準を高めるよう努めなければならない。

21 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，年度

ごとに，工賃の目標水準を設定し，当該工賃の目標水準及び前年度に利用

者に対して支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに，県及び

市に報告しなければならない。

18 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型を提供する場合には，年度

ごとに，工賃の目標水準を設定し，当該工賃の目標水準及び前年度に利用

者に対して支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに，県及び

市に報告しなければならない。

（実習の実施） （実習の実施）

22 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を提

供する場合には，利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習でき

るよう，実習の受入先の確保に努めなければならない。

19 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を提

供する場合には，利用者が施設障害福祉サービス計画に基づいて実習でき

るよう，実習の受入先の確保に努めなければならない。

23 経過的障害者支援施設は，前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては，

公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，特別支援学校等の関係

機関と連携して，利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければ

ならない。

20 経過的障害者支援施設は，前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては，

公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，特別支援学校等の関係

機関と連携して，利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければ

ならない。

（求職活動の支援等の実施） （求職活動の支援等の実施）

24 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を提

供する場合には，公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求

職活動の支援に努めなければならない。

21 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を提

供する場合には，公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求

職活動の支援に努めなければならない。

25 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を提

供する場合には，公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，特別

支援学校等の関係機関と連携して，利用者の意向及び適性に応じた求人の

開拓に努めなければならない。

22 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を提

供する場合には，公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，特別

支援学校等の関係機関と連携して，利用者の意向及び適性に応じた求人の

開拓に努めなければならない。

（職場への定着のための支援等の実施） （職場への定着のための支援等の実施）

26 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を提

供する場合には，利用者の職場への定着を促進するため，障害者就業・生

活支援センター等の関係機関と連携して，利用者が就職した日から６月以

上，職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

23 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型を提

供する場合には，利用者の職場への定着を促進するため，障害者就業・生

活支援センター等の関係機関と連携して，利用者が就職した日から６月以

上，職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

27 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型の提

供に当たっては，利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には，

前項の支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられる

よう，指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

24 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型の提

供に当たっては，利用者が指定就労定着支援の利用を希望する場合には，

前項の支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられる

よう，指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

（利用者及び職員以外の者の雇用） （利用者及び職員以外の者の雇用）

28 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合において，

利用者及び職員以外の者を就労継続支援Ａ型に従事する作業員として雇用

するときは，次の各号に掲げる就労継続支援Ａ型の利用定員の区分に応じ，

25 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合において，

利用者及び職員以外の者を就労継続支援Ａ型に従事する作業員として雇用

するときは，次の各号に掲げる就労継続支援Ａ型の利用定員の区分に応じ，
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改正後 改正前

当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。 当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

(１) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た

数

(１) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た

数

(２) 利用定員が21人以上30人以下 10人又は利用定員に100分の40を乗

じて得た数のいずれか多い数

(２) 利用定員が21人以上30人以下 10人又は利用定員に100分の40を乗

じて得た数のいずれか多い数

(３) 利用定員が31人以上 12人又は利用定員に100分の30を乗じて得た

数のいずれか多い数

(３) 利用定員が31人以上 12人又は利用定員に100分の30を乗じて得た

数のいずれか多い数

（厚生労働大臣が定める事項の評価等）

29 経過的障害者支援施設は，就労継続支援Ａ型を提供する場合には，おお

むね１年に１回以上，基準省令附則第13条の２の厚生労働大臣が定める事

項について，同条の厚生労働大臣が定めるところにより，自ら評価を行い，

その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければなら

ない。

（経過的障害者支援施設に関する読替え） （経過的障害者支援施設に関する読替え）

30 経過的障害者支援施設について第14条及び第23条の規定を適用する場合

においては，第14条第１項及び第23条第２項中「就労移行支援又は就労継

続支援Ｂ型」とあるのは，「就労移行支援，就労継続支援Ａ型又は就労継

続支援Ｂ型」と読み替えるものとする。

26 経過的障害者支援施設について第14条及び第23条の規定を適用する場合

においては，第14条第１項及び第23条第２項中「就労移行支援又は就労継

続支援Ｂ型」とあるのは，「就労移行支援，就労継続支援Ａ型又は就労継

続支援Ｂ型」と読み替えるものとする。

（多目的室の経過措置） （多目的室の経過措置）

31 平成18年10月１日以前から存する法附則第41条第１項の規定によりなお

従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定

による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下「旧身体障

害者福祉法」という。）第29条に規定する身体障害者更生施設（以下「身

体障害者更生施設」という。）若しくは旧身体障害者福祉法第31条に規定

する身体障害者授産施設（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働

省関係省令の整備等に関する省令（平成18年厚生労働省令第169号。以下「整

備省令」という。）による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運

営に関する基準（平成15年厚生労働省令第21号。以下「旧身体障害者更生

援護施設最低基準」という。）第50条第１号に規定する身体障害者入所授

産施設に限る。以下「身体障害者授産施設」という。），法附則第58条第

１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされ

た法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律第

37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。）第21条の６に規定する知的

障害者更生施設（整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び

運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第22号。以下「旧知的障害者援

護施設最低基準」という。）第22条第１号に規定する知的障害者入所更生

施設に限る。以下「知的障害者更生施設」という。）若しくは旧知的障害

者福祉法第21条の７に規定する知的障害者授産施設（旧知的障害者援護施

設最低基準第46条第１号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。以下

「知的障害者授産施設」という。）又は法附則第48条の規定によりなお従

前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定に

よる改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第

123号。以下「旧精神保健福祉法」という。）第50条の２第１項第１号に規

定する精神障害者生活訓練施設（以下「精神障害者生活訓練施設」という。）

若しくは同項第２号に規定する精神障害者授産施設（整備省令による廃止

前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成12年厚生

省令第87号）第23条第１号に規定する精神障害者通所授産施設及び同条第

２号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く。以下「精神障害者

授産施設」という。）において施設障害福祉サービスを提供する場合にお

けるこれらの施設の建物（これらの施設のうち，基本的な設備が完成して

いるものを含み，同日後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更

したものを除く。以下同じ。）については，当分の間，第10条第１項に規

定する多目的室を設けないことができる。

27 平成18年10月１日以前から存する法附則第41条第１項の規定によりなお

従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定

による改正前の身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号。以下「旧身体障

害者福祉法」という。）第29条に規定する身体障害者更生施設（以下「身

体障害者更生施設」という。）若しくは旧身体障害者福祉法第31条に規定

する身体障害者授産施設（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働

省関係省令の整備等に関する省令（平成18年厚生労働省令第169号。以下「整

備省令」という。）による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運

営に関する基準（平成15年厚生労働省令第21号。以下「旧身体障害者更生

援護施設最低基準」という。）第50条第１号に規定する身体障害者入所授

産施設に限る。以下「身体障害者授産施設」という。），法附則第58条第

１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされ

た法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和35年法律第

37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。）第21条の６に規定する知的

障害者更生施設（整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び

運営に関する基準（平成15年厚生労働省令第22号。以下「旧知的障害者援

護施設最低基準」という。）第22条第１号に規定する知的障害者入所更生

施設に限る。以下「知的障害者更生施設」という。）若しくは旧知的障害

者福祉法第21条の７に規定する知的障害者授産施設（旧知的障害者援護施

設最低基準第46条第１号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。以下

「知的障害者授産施設」という。）又は法附則第48条の規定によりなお従

前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定に

よる改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第

123号。以下「旧精神保健福祉法」という。）第50条の２第１項第１号に規

定する精神障害者生活訓練施設（以下「精神障害者生活訓練施設」という。）

若しくは同項第２号に規定する精神障害者授産施設（整備省令による廃止

前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成12年厚生

省令第87号）第23条第１号に規定する精神障害者通所授産施設及び同条第

２号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く。以下「精神障害者

授産施設」という。）において施設障害福祉サービスを提供する場合にお

けるこれらの施設の建物（これらの施設のうち，基本的な設備が完成して

いるものを含み，同日後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更

したものを除く。以下同じ。）については，当分の間，第10条第１項に規

定する多目的室を設けないことができる。

（居室の定員の経過措置） （居室の定員の経過措置）

32 平成18年10月１日以前から存する知的障害者更生施設又は知的障害者授

産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施

設の建物（基本的な設備が完成しているものを含み，同日後に増築され，

又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。）につい

て，第10条第２項の規定を適用する場合においては，同項第２号ア中「４

人」とあるのは，「原則として４人」とする。

28 平成18年10月１日以前から存する知的障害者更生施設又は知的障害者授

産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施

設の建物（基本的な設備が完成しているものを含み，同日後に増築され，

又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。）につい

て，第10条第２項の規定を適用する場合においては，同項第２号ア中「４

人」とあるのは，「原則として４人」とする。

（居室面積の経過措置） （居室面積の経過措置）

33 平成18年10月１日以前から存する身体障害者更生施設，身体障害者授産

施設，知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設において施設障害福祉

サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について，第10条第

29 平成18年10月１日以前から存する身体障害者更生施設，身体障害者授産

施設，知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設において施設障害福祉

サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について，第10条第
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改正後 改正前

２項の規定を適用する場合においては，同項第２号ウ中「9.9平方メートル」

とあるのは，「6.6平方メートル」とする。

２項の規定を適用する場合においては，同項第２号ウ中「9.9平方メートル」

とあるのは，「6.6平方メートル」とする。

34 平成18年10月１日以前から存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害

者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれら

の施設の建物について，第10条第２項の規定を適用する場合においては，

同項第２号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは，「4.4平方メートル」と

する。

30 平成18年10月１日以前から存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害

者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれら

の施設の建物について，第10条第２項の規定を適用する場合においては，

同項第２号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは，「4.4平方メートル」と

する。

35 平成18年10月１日以前から存する身体障害者更生施設若しくは身体障害

者授産施設であって旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第２条若しく

は第４条の規定の適用を受けているもの又は知的障害者更生施設若しくは

知的障害者授産施設であって旧知的障害者援護施設最低基準附則第２条及

び第３条の規定の適用を受けているものにおいて施設障害福祉サービスを

提供する場合におけるこれらの施設の建物について，第10条第２項の規定

を適用する場合においては，同項第２号ウ中「9.9平方メートル」とあるの

は，「3.3平方メートル」とする。

31 平成18年10月１日以前から存する身体障害者更生施設若しくは身体障害

者授産施設であって旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第２条若しく

は第４条の規定の適用を受けているもの又は知的障害者更生施設若しくは

知的障害者授産施設であって旧知的障害者援護施設最低基準附則第２条及

び第３条の規定の適用を受けているものにおいて施設障害福祉サービスを

提供する場合におけるこれらの施設の建物について，第10条第２項の規定

を適用する場合においては，同項第２号ウ中「9.9平方メートル」とあるの

は，「3.3平方メートル」とする。

（ブザー又はこれに代わる設備の経過措置） （ブザー又はこれに代わる設備の経過措置）

36 平成18年10月１日以前から存する身体障害者更生施設，身体障害者授産

施設，知的障害者更生施設，知的障害者授産施設，精神障害者生活訓練施

設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけ

るこれらの施設の建物については，当分の間，第10条第２項第２号キのブ

ザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

32 平成18年10月１日以前から存する身体障害者更生施設，身体障害者授産

施設，知的障害者更生施設，知的障害者授産施設，精神障害者生活訓練施

設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけ

るこれらの施設の建物については，当分の間，第10条第２項第２号キのブ

ザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

（廊下の経過措置） （廊下の経過措置）

37 平成18年10月１日以前から存する知的障害者更生施設又は知的障害者授

産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建

物について，第10条第３項の規定を適用する場合においては，同項第１号

中「1.5メートル」とあるのは，「1.35メートル」とする。

33 平成18年10月１日以前から存する知的障害者更生施設又は知的障害者授

産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建

物について，第10条第３項の規定を適用する場合においては，同項第１号

中「1.5メートル」とあるのは，「1.35メートル」とする。

38 平成18年10月１日以前から存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害

者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設

の建物については，第10条第３項の規定は，当分の間，適用しない。

34 平成18年10月１日以前から存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害

者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設

の建物については，第10条第３項の規定は，当分の間，適用しない。

39 平成18年10月１日以前から存する身体障害者更生施設，身体障害者授産

施設，知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービ

スを提供する場合におけるこれらの施設の建物については，第10条第３項

（第２号に限る。）の規定は，当分の間，適用しない。

35 平成18年10月１日以前から存する身体障害者更生施設，身体障害者授産

施設，知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービ

スを提供する場合におけるこれらの施設の建物については，第10条第３項

（第２号に限る。）の規定は，当分の間，適用しない。

附 則 略 附 則 略

附 則（令和３年条例第22号） 附 則

この条例は，公布の日から施行する。
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【第４条】盛岡市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例新旧対照表

改正後 改正前

○盛岡市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を

定める条例

○盛岡市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を

定める条例

令和２年３月26日条例第16号 令和２年３月26日条例第16号

改正  令和３年４月12日条例第22号

盛岡市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を

定める条例

盛岡市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を

定める条例

目次及び第１条から第５条まで 略 目次及び第１条から第３条まで 略

（従業者の員数） （従業者の員数）

第６条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「指定児童発達支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」と

いう。）（児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において

同じ。）に置くべき従業者は，次の各号に掲げるものとし，その員数は，

当該各号に定めるところによる。

第６条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「指定児童発達支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」と

いう。）（児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において

同じ。）に置くべき従業者は，次の各号に掲げるものとし，その員数は，

当該各号に定めるところによる。

(１) 児童指導員（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年

厚生省令第63号）第21条第６項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）

又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通

じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の

合計数が，ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれア又は

イに定める数

(１) 児童指導員（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年

厚生省令第63号）第21条第６項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）

又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通

じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の

合計数が，ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれア又は

イに定める数

ア 障害児の数が10人以下 ２人以上 ア 障害児の数が10人以下 ２人以上

イ 障害児の数が11人以上 ２人に，障害児の数が10人を超えて５人又

は５人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

イ 障害児の数が11人以上 ２人に，障害児の数が10人を超えて５人又

は５人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

(２) 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準第49条第１項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。）

１人以上

(２) 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準第49条第１項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。）

１人以上

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において，日

常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常

生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を，

日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸の

管理，喀痰
かくたん

吸引その他児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，

設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省

令」という。）第５条第２項の厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以

下同じ。）を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行

う場合には看護職員（保健師，助産師，看護師又は准看護師をいう。以下

同じ。）を置かなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当す

る場合には，看護職員を置かないことができる。

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において，日

常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常

生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を，

日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸の

管理，喀痰
かくたん

吸引その他児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，

設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省

令」という。）第５条第２項の厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以

下同じ。）を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行

う場合には看護職員（保健師，助産師，看護師又は准看護師をいう。以下

同じ。）を置かなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当す

る場合には，看護職員を置かないことができる。

(１) 医療機関等との連携により，看護職員を指定児童発達支援事業所に

訪問させ，当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(１) 医療機関等との連携により，看護職員を指定児童発達支援事業所に

訪問させ，当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(２) 指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年

法律第30号）第48条の３第１項の登録を受けた者に係る事業所であるも

のに限る。）において，医療的ケアのうち喀痰吸引等（同法第２条第２

項に規定する喀痰吸引等をいう。次条及び第79条において同じ。）のみ

を必要とする障害児に対し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその

一環として喀痰吸引等業務（同法第48条の３第１項に規定する喀痰吸引

等業務をいう。次条及び第79条において同じ。）を行う場合

(２) 指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年

法律第30号）第48条の３第１項の登録を受けた者に係る事業所であるも

のに限る。）において，医療的ケアのうち喀痰吸引等（同法第２条第２

項に規定する喀痰吸引等をいう。次条及び第79条において同じ。）のみ

を必要とする障害児に対し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその

一環として喀痰吸引等業務（同法第48条の３第１項に規定する喀痰吸引

等業務をいう。次条及び第79条において同じ。）を行う場合

(３) 指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条

第１項の登録を受けた者に係る事業所であるものに限る。）において，

医療的ケアのうち特定行為（同法附則第３条第１項に規定する特定行為

をいう。次条及び第79条において同じ。）のみを必要とする障害児に対

し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務

（同法附則第20条第１項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第79

条において同じ。）を行う場合

(３) 指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条

第１項の登録を受けた者に係る事業所であるものに限る。）において，

医療的ケアのうち特定行為（同法附則第３条第１項に規定する特定行為

をいう。次条及び第79条において同じ。）のみを必要とする障害児に対

し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務

（同法附則第20条第１項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第79

条において同じ。）を行う場合

３ 前項の規定により機能訓練担当職員又は看護職員（以下この条，次条及

び第79条において「機能訓練担当職員等」という。）を置いた場合におい

て，当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を

行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たるときには，

当該機能訓練担当職員等の数を第１項第１号の児童指導員又は保育士の合

計数に含めることができる。

３ 前項の規定により機能訓練担当職員又は看護職員（以下この条，次条及

び第79条において「機能訓練担当職員等」という。）を置いた場合におい

て，当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を

行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たるときには，

当該機能訓練担当職員等の数を第１項第１号の児童指導員又は保育士の合

計数に含めることができる。

４ 前３項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる指定児

童発達支援事業所に置くべき従業者は，次の各号に掲げるものとし，その

員数は，当該各号に定めるところによる。ただし，指定児童発達支援の単

４ 前３項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる指定児

童発達支援事業所に置くべき従業者は，次の各号に掲げるものとし，その

員数は，当該各号に定めるところによる。ただし，指定児童発達支援の単
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改正後 改正前

位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練

を行わない時間帯については，第４号の機能訓練担当職員を置かないこと

ができる。

位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練

を行わない時間帯については，第４号の機能訓練担当職員を置かないこと

ができる。

(１) 嘱託医 １人以上 (１) 嘱託医 １人以上

(２) 看護職員 １人以上 (２) 看護職員 １人以上

(３) 児童指導員又は保育士 １人以上 (３) 児童指導員又は保育士 １人以上

(４) 機能訓練担当職員 １人以上 (４) 機能訓練担当職員 １人以上

(５) 児童発達支援管理責任者 １人以上 (５) 児童発達支援管理責任者 １人以上

５ 第１項第１号及び前２項の指定児童発達支援の単位は，指定児童発達支

援であって，その提供が同時に１人又は複数の障害児に対して一体的に行

われるものをいう。

５ 第１項第１号及び第２項の指定児童発達支援の単位は，指定児童発達支

援であって，その提供が同時に１人又は複数の障害児に対して一体的に行

われるものをいう。

６ 第１項第１号の児童指導員又は保育士うち，１人以上は，常勤でなけれ

ばならない。

６ 第１項第１号の児童指導員又は保育士のうち，１人以上は，常勤でなけ

ればならない。

７ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第１号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は，児童指導員又は

保育士でなければならない。

７ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第１号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は，児童指導員又は

保育士でなければならない。

８ 第１項第２号の児童発達支援管理責任者のうち，１人以上は，専任かつ

常勤でなければならない。

８ 第１項第２号の児童発達支援管理責任者のうち，１人以上は，専任かつ

常勤でなければならない。

第７条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所（児童発達支援

センターであるものに限る。以下この条において同じ。）に置くべき従業

者は，次の各号に掲げるものとし，その員数は，当該各号に定めるところ

による。ただし，40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所に

あっては第３号の栄養士を，調理業務の全部を委託する指定児童発達支援

事業所にあっては第４号の調理員を置かないことができる。

第７条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所（児童発達支援

センターであるものに限る。以下この条において同じ。）に置くべき従業

者は，次の各号に掲げるものとし，その員数は，当該各号に定めるところ

による。ただし，40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所に

あっては第３号の栄養士を，調理業務の全部を委託する指定児童発達支援

事業所にあっては第４号の調理員を置かないことができる。

(１) 嘱託医 １人以上 (１) 嘱託医 １人以上

(２) 児童指導員及び保育士 次のアからウまでに掲げる従業者の区分に

応じ，それぞれアからウまでに定める数

(２) 児童指導員及び保育士 次のアからウまでに掲げる従業者の区分に

応じ，それぞれアからウまでに定める数

ア 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに，通

じておおむね障害児の数を４で除して得た数以上

ア 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに，通

じておおむね障害児の数を４で除して得た数以上

イ 児童指導員 １人以上 イ 児童指導員 １人以上

ウ 保育士 １人以上 ウ 保育士 １人以上

(３) 栄養士 １人以上 (３) 栄養士 １人以上

(４) 調理員 １人以上 (４) 調理員 １人以上

(５) 児童発達支援管理責任者 １人以上 (５) 児童発達支援管理責任者 １人以上

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において，日

常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を，日

常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可

欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を置かなければなら

ない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合には，看護職員を置か

ないことができる。

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において，日

常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を，日

常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可

欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を置かなければなら

ない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合には，看護職員を置か

ないことができる。

(１) 医療機関等との連携により，看護職員を指定児童発達支援事業所に

訪問させ，当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(１) 医療機関等との連携により，看護職員を指定児童発達支援事業所に

訪問させ，当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(２) 指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法第48条の３

第１項の登録を受けた者に係る事業所であるものに限る。）において，

医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し，当該登録

を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

(２) 指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法第48条の３

第１項の登録を受けた者に係る事業所であるものに限る。）において，

医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し，当該登録

を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

(３) 指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条

第１項の登録を受けた者に係る事業所であるものに限る。）において，

医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し，当該登録を

受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

(３) 指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条

第１項の登録を受けた者に係る事業所であるものに限る。）において，

医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し，当該登録を

受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

３ 前項の規定により機能訓練担当職員等を置いた場合においては，当該機

能訓練担当職員等の数を第１項第２号の児童指導員及び保育士の合計数に

含めることができる。

３ 前項の規定により機能訓練担当職員等を置いた場合においては，当該機

能訓練担当職員等の数を第１項第２号の児童指導員及び保育士の合計数に

含めることができる。

４ 前２項の規定にかかわらず，主として難聴児を通わせる指定児童発達支

援事業所に置くべき従業者は，第１項各号に掲げる従業者のほか，次の各

号に掲げる者（第２項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては，

第３号に掲げる看護職員を除く。）とし，その員数は，当該各号に定める

ところによる。この場合において，当該各号に掲げる者については，その

数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

４ 前２項の規定にかかわらず，主として難聴児を通わせる指定児童発達支

援事業所に置くべき従業者は，第１項各号に掲げる従業者のほか，次の各

号に掲げる者（第２項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては，

第３号に掲げる看護職員を除く。）とし，その員数は，当該各号に定める

ところによる。この場合において，当該各号に掲げる者については，その

数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

(１) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに４人以上 (１) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに４人以上

(２) 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合

に限る。） 当該機能訓練を行うために必要な数

(２) 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合

に限る。） 当該機能訓練を行うために必要な数

(３) 看護職員（日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的

に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。）

(３) 看護職員（日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的

に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。）
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改正後 改正前

  当該医療的ケアを行うために必要な数   当該医療的ケアを行うために必要な数

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わ

せる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者は，第１項各号に掲げる従

業者のほか，次の各号に掲げる者とし，その員数は，当該各号に定めると

ころによる。この場合において，当該各号に掲げる者については，その数

を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わ

せる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者は，第１項各号に掲げる従

業者のほか，次の各号に掲げる者とし，その員数は，当該各号に定めると

ころによる。この場合において，当該各号に掲げる者については，その数

を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

(１) 看護職員 １人以上 (１) 看護職員 １人以上

(２) 機能訓練担当職員 １人以上 (２) 機能訓練担当職員 １人以上

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第２号アの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は，児童指導員又は

保育士でなければならない。

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第２号アの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は，児童指導員又は

保育士でなければならない。

７ 第１項第２号ア， 第４項第１号及び次項の指定児童発達支援の単位は，

指定児童発達支援であって，その提供が同時に１人又は複数の障害児に対

して一体的に行われるものをいう。

７ 第１項第２号ア及び第４項第１号   の指定児童発達支援の単位は，

指定児童発達支援であって，その提供が同時に１人又は複数の障害児に対

して一体的に行われるものをいう。

８ 第１項から第５項まで（第１項第１号を除く。）に規定する従業者は，

専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支

援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければな

らない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，第１項第３号の栄養

士及び同項第４号の調理員については，併せて設置する他の社会福祉施設

の職務に従事させることができる。

８ 第１項から第５項まで（第１項第１号を除く。）に規定する従業者は，

専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支

援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければな

らない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，第１項第３号の栄養

士及び同項第４号の調理員については，併せて設置する他の社会福祉施設

の職務に従事させることができる。

第８条から第78条まで 略 第８条から第78条まで 略

（従業者の員数） （従業者の員数）

第79条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者（以下「指定放課後等デ

イサービス事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放課

後等デイサービス事業所」という。）に置くべき従業者は，次に掲げるも

のとし，その員数は，当該各号に定めるところによる。

第79条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者（以下「指定放課後等デ

イサービス事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放課

後等デイサービス事業所」という。）に置くべき従業者は，次に掲げるも

のとし，その員数は，当該各号に定めるところによる。

(１) 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにそ

の提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供

に当たる児童指導員又は保育士の合計数が，ア又はイに掲げる障害児の

数の区分に応じ，それぞれア又はイに定める数

(１) 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにそ

の提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供

に当たる児童指導員又は保育士の合計数が，ア又はイに掲げる障害児の

数の区分に応じ，それぞれア又はイに定める数

ア 障害児の数が10人以下 ２人以上 ア 障害児の数が10人以下 ２人以上

イ 障害児の数が11人以上 ２人に，障害児の数が10人を超えて５人又

は５人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

イ 障害児の数が11人以上 ２人に，障害児の数が10人を超えて５人又

は５人に満たない端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

(２) 児童発達支援管理責任者 １人以上 (２) 児童発達支援管理責任者 １人以上

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定放課後等デイサービス事業所にお

いて，日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職

員を，日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けるこ

とが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を置かなけ

ればならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合には，看護職

員を置かないことができる。

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定放課後等デイサービス事業所にお

いて，日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職

員を，日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けるこ

とが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を置かなけ

ればならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合には，看護職

員を置かないことができる。

(１) 医療機関等との連携により，看護職員を指定放課後等デイサービス

事業所に訪問させ，当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場

合

(１) 医療機関等との連携により，看護職員を指定放課後等デイサービス

事業所に訪問させ，当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場

合

(２) 指定放課後等デイサービス事業所（社会福祉士及び介護福祉士法第

48条の３第１項の登録を受けた者に係る事業所であるものに限る。）に

おいて，医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し，

当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を

行う場合

(２) 指定放課後等デイサービス事業所（社会福祉士及び介護福祉士法第

48条の３第１項の登録を受けた者に係る事業所であるものに限る。）に

おいて，医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し，

当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を

行う場合

(３) 指定放課後等デイサービス事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附

則第20条第１項の登録を受けた者に係る事業所であるものに限る。）に

おいて，医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し，当

該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う

場合

(３) 指定放課後等デイサービス事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附

則第20条第１項の登録を受けた者に係る事業所であるものに限る。）に

おいて，医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し，当

該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う

場合

３ 前項の規定により機能訓練担当職員等を置いた場合において，当該機能

訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う

時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たるときに

は，当該機能訓練担当職員等の数を第１項第１号の児童指導員又は保育士

の合計数に含めることができる。

３ 前項の規定により機能訓練担当職員等を置いた場合において，当該機能

訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う

時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たるときに

は，当該機能訓練担当職員等の数を第１項第１号の児童指導員又は保育士

の合計数に含めることができる。

４ 前３項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる指定放

課後等デイサービス事業所に置くべき従業者は，次に掲げるものとし，そ

の員数は，当該各号に定めるところによる。ただし，指定放課後等デイサ

ービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要

な機能訓練を行わない時間帯については，第４号の機能訓練担当職員を置

かないことができる。

４ 前３項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる指定放

課後等デイサービス事業所に置くべき従業者は，次に掲げるものとし，そ

の員数は，当該各号に定めるところによる。ただし，指定放課後等デイサ

ービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要

な機能訓練を行わない時間帯については，第４号の機能訓練担当職員を置

かないことができる。
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改正後 改正前

(１) 嘱託医 １人以上 (１) 嘱託医 １人以上

(２) 看護職員 １人以上 (２) 看護職員 １人以上

(３) 児童指導員又は保育士 １人以上 (３) 児童指導員又は保育士 １人以上

(４) 機能訓練担当職員 １人以上 (４) 機能訓練担当職員 １人以上

(５) 児童発達支援管理責任者 １人以上 (５) 児童発達支援管理責任者 １人以上

５ 第１項第１号及び前２項の指定放課後等デイサービスの単位は，指定放

課後等デイサービスであって，その提供が同時に１人又は複数の障害児に

対して一体的に行われるものをいう。

５ 第１項第１号及び第２項の指定放課後等デイサービスの単位は，指定放

課後等デイサービスであって，その提供が同時に１人又は複数の障害児に

対して一体的に行われるものをいう。

６ 第１項第１号の児童指導員又は保育士のうち，１人以上は，常勤でなけ

ればならない。

６ 第１項第１号の児童指導員又は保育士のうち，１人以上は，常勤でなけ

ればならない。

７ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第１号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は，児童指導員又は

保育士でなければならない。

７ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第１号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は，児童指導員又は

保育士でなければならない。

８ 第１項第２号の児童発達支援管理責任者のうち，１人以上は，専任かつ

常勤でなければならない。

８ 第１項第２号の児童発達支援管理責任者のうち，１人以上は，専任かつ

常勤でなければならない。

第80条から第106条まで 略 第80条から第106条まで 略

附 則 略 附 則 略

附 則（令和３年条例第22号）

この条例は，公布の日から施行する。
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【第５条】盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例新旧対照表

改正後 改正前

○盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正する条例

○盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正する条例

令和３年３月25日条例第19号 令和３年３月25日条例第19号

改正  令和３年４月12日条例第22号

盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正する条例

盛岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正する条例

第１条から第８条まで 略 第１条から第８条まで 略

附 則（令和３年条例第19号） 附 則（令和３年条例第19号）

（施行期日） （施行期日）

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 １ この条例は，令和３年４月１日から施行する。

（虐待の防止に係る経過措置） （虐待の防止に係る経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和４年３月31日

までの間，第１条の規定による改正後の盛岡市指定障害福祉サービスの事

業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定障

害福祉サービス基準条例」という。）第４条第３項及び第41条の２（新指

定障害福祉サービス基準条例第44条第１項及び第２項，第44条の４，第49

条第１項及び第２項，第78条，第95条，第95条の５，第110条，第110条の

４，第123条，第149条，第149条の４，第159条，第159条の４，第172条，

第185条，第190条，第194条，第194条の12，第194条の20，第200条の５，

第201条，第201条の12並びに第210条第１項において準用する場合を含

む。），第２条の規定による改正後の盛岡市指定障害者支援施設の人員，

設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定障害者支援施設

基準条例」という。）第４条第３項及び第61条，第３条の規定による改正

後の盛岡市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準を定める条例（以

下「新障害福祉サービス基準条例」という。）第３条第３項及び第32条の

２（新障害福祉サービス基準条例第50条，第55条，第60条，第69条，第84

条及び第87条において準用する場合を含む。），第４条の規定による改正

後の盛岡市地域活動支援センターの設備及び運営の基準を定める条例（以

下「新地域活動支援センター基準条例」という。）第２条第４項及び第21

条，第５条の規定による改正後の盛岡市福祉ホームの設備及び運営の基準

を定める条例（以下「新福祉ホーム基準条例」という。）第２条第４項及

び第19条，第６条の規定による改正後の盛岡市障害者支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例（以下「新障害者支援施設基準条例」とい

う。）第３条第３項及び第47条並びに第８条の規定による改正後の盛岡市

指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（以下「新指定通所支援基準条例」という。）第４条第４項及び第46条第

２項（新指定通所支援基準条例第59条，第63条，第77条，第84条，第85条，

第89条，第97条及び第102条において準用する場合を含む。）の規定の適用

については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう

努めなければ」とする。

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和４年３月31日

までの間，第１条の規定による改正後の盛岡市指定障害福祉サービスの事

業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定障

害福祉サービス基準条例」という。）第４条第３項及び第41条の２（新指

定障害福祉サービス基準条例第44条第１項及び第２項，第44条の４，第49

条第１項及び第２項，第78条，第95条，第95条の５，第110条，第110条の

４，第123条，第149条，第149条の４，第159条，第159条の４，第172条，

第185条，第190条，第194条，第194条の12，第194条の20，第200条の５，

第201条，第201条の12並びに第210条第１項において準用する場合を含

む。），第２条の規定による改正後の盛岡市指定障害者支援施設の人員，

設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新指定障害者支援施設

基準条例」という。）第４条第３項及び第61条，第３条の規定による改正

後の盛岡市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準を定める条例（以

下「新障害福祉サービス基準条例」という。）第３条第３項及び第32条の

２（新障害福祉サービス基準条例第50条，第55条，第60条，第69条，第84

条及び第87条において準用する場合を含む。），第４条の規定による改正

後の盛岡市地域活動支援センターの設備及び運営の基準を定める条例（以

下「新地域活動支援センター基準条例」という。）第２条第４項及び第21

条，第５条の規定による改正後の盛岡市福祉ホームの設備及び運営の基準

を定める条例（以下「新福祉ホーム基準条例」という。）第２条第４項及

び第19条，第６条の規定による改正後の盛岡市障害者支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例（以下「新障害者支援施設基準条例」とい

う。）第３条第３項及び第47条並びに第８条の規定による改正後の盛岡市

指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（以下「新指定通所支援基準条例」という。）第４条第４項及び第46条第

２項（新指定通所支援基準条例第59条，第63条，第77条，第84条，第85条，

第89条，第97条及び第102条において準用する場合を含む。）の規定の適用

については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう

努めなければ」とする。

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） （業務継続計画の策定等に係る経過措置）

３ 施行日から令和６年３月31日までの間，新指定障害福祉サービス基準条

例第34条の２（新指定障害福祉サービス基準条例第44条第１項及び第２項，

第44条の４，第49条第１項及び第２項，第78条，第95条，第95条の５，第

110条，第110条の４，第123条，第149条，第149条の４，第 159条，第159

条の４，第172条，第185条，第190条，第194条，第194条の12，第194条の

20，第200条の５，第201条，第201条の12並びに第210条第１項において準

用する場合を含む。），新指定障害者支援施設基準条例第48条，新障害福

祉サービス基準条例第25条の２（新障害福祉サービス基準条例第50条，第

55条，第60条，第69条，第84条及び第87条において準用する場合を含む。），

新地域活動支援センター基準条例第16条，新福祉ホーム基準条例第14条，

新障害者支援施設基準条例第38条及び新指定通所支援基準条例第39条の２

（新指定通所支援基準条例第59条，第63条，第77条，第84条，第85条，第

89条，第97条及び第102条において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては，これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努め

なければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなけれ

ば」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

３ 施行日から令和６年３月31日までの間，新指定障害福祉サービス基準条

例第34条の２（新指定障害福祉サービス基準条例第44条第１項及び第２項，

第44条の４，第49条第１項及び第２項，第78条，第95条，第95条の５，第

110条，第110条の４，第123条，第149条，第149条の４，第 159条，第159

条の４，第172条，第185条，第190条，第194条，第194条の12，第194条の

20，第200条の５，第201条，第201条の12並びに第210条第１項において準

用する場合を含む。），新指定障害者支援施設基準条例第48条，新障害福

祉サービス基準条例第25条の２（新障害福祉サービス基準条例第50条，第

55条，第60条，第69条，第84条及び第87条において準用する場合を含む。），

新地域活動支援センター基準条例第16条，新福祉ホーム基準条例第14条，

新障害者支援施設基準条例第38条及び新指定通所支援基準条例第39条の２

（新指定通所支援基準条例第59条，第63条，第77条，第84条，第85条，第

89条，第97条及び第102条において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては，これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努め

なければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなけれ

ば」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

（感染症の予防等のための措置に係る経過措置） （感染症の予防等のための措置に係る経過措置）

４ 施行日から令和６年３月31日までの間，新指定障害福祉サービス基準条

例第35条第３項（新指定障害福祉サービス基準条例第44条第１項及び第２

項，第44条の４，第49条第１項及び第２項，第123条，第194条の12並びに

第194条の20において準用する場合を含む。），第73条第２項及び第92条第

４ 施行日から令和６年３月31日までの間，新指定障害福祉サービス基準条

例第35条第３項（新指定障害福祉サービス基準条例第44条第１項及び第２

項，第44条の４，第49条第１項及び第２項，第123条，第194条の12並びに

第194条の20において準用する場合を含む。），第73条第２項及び第92条第
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２項（新指定障害福祉サービス基準条例第95条の５，第110条，第110条の

４，第149条，第149条の４，第159条，第159条の４，第172条，第185条，

第190条，第194条，第200条の５，第201条，第201条の12及び第210条第１

項において準用する場合を含む。），新指定障害者支援施設基準条例第51

条第２項，新障害福祉サービス基準条例第27条第２項及び第48条第２項（新

障害福祉サービス基準条例第55条，第60条，第69条，第84条及び第87条に

おいて準用する場合を含む。），新地域活動支援センター基準条例第17条

第２項，新福祉ホーム基準条例第15条第２項，新障害者支援施設基準条例

第40条第２項並びに新指定通所支援基準条例第42条第２項（新指定通所支

援基準条例第59条，第63条，第77条，第84条，第85条，第89条，第97条及

び第102条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，これ

らの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とす

る。

２項（新指定障害福祉サービス基準条例第95条の５，第110条，第110条の

４，第149条，第149条の４，第159条，第159条の４，第172条，第185条，

第190条，第194条，第200条の５，第201条，第201条の12及び第210条第１

項において準用する場合を含む。），新指定障害者支援施設基準条例第51

条第２項，新障害福祉サービス基準条例第27条第２項及び第48条第２項（新

障害福祉サービス基準条例第55条，第60条，第69条，第84条及び第87条に

おいて準用する場合を含む。），新地域活動支援センター基準条例第17条

第２項，新福祉ホーム基準条例第15条第２項，新障害者支援施設基準条例

第40条第２項並びに新指定通所支援基準条例第42条第２項（新指定通所支

援基準条例第59条，第63条，第77条，第84条，第85条，第89条，第97条及

び第102条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，これ

らの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とす

る。

（身体的拘束等の禁止に係る経過措置） （身体的拘束等の禁止に係る経過措置）

５ 施行日から令和４年３月31日までの間，新指定障害福祉サービス基準条

例第36条の２第３項（新指定障害福祉サービス基準条例第44条第１項及び

第２項，第44条の４，第78条，第95条，第95条の５，第110条，第110条の

４，第123条，第149条，第149条の４，第159条，第159条の４，第172条，

第185条，第190条，第194条，第200条の５，第201条，第201条の12並びに

第210条第１項において準用する場合を含む。），新指定障害者支援施設基

準条例第54条第３項，新障害福祉サービス基準条例第28条第３項（新障害

福祉サービス基準条例第50条，第55条，第60条，第69条，第84条及び第87

条において準用する場合を含む。），新障害者支援施設基準条例第42条第

３項及び新指定通所支援基準条例第45条第３項（新指定通所支援基準条例

第59条，第63条，第77条，第84条，第85条，第89条，第97条及び第102条に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については，これらの規定中

「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。

５ 施行日から令和４年３月31日までの間，新指定障害福祉サービス基準条

例第36条の２第３項（新指定障害福祉サービス基準条例第44条第１項及び

第２項，第44条の４，第78条，第95条，第95条の５，第110条，第110条の

４，第123条，第149条，第149条の４，第159条，第159条の４，第172条，

第185条，第190条，第194条，第200条の５，第201条，第201条の12並びに

第210条第１項において準用する場合を含む。），新指定障害者支援施設基

準条例第54条第３項，新障害福祉サービス基準条例第28条第３項（新障害

福祉サービス基準条例第50条，第55条，第60条，第69条，第84条及び第87

条において準用する場合を含む。），新障害者支援施設基準条例第42条第

３項及び新指定通所支援基準条例第45条第３項（新指定通所支援基準条例

第59条，第63条，第77条，第84条，第85条，第89条，第97条及び第102条に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については，これらの規定中

「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。

（旧指定児童発達支援事業者の従業者の員数に係る経過措置） （旧指定児童発達支援事業者の従業者の員数に係る経過措置）

６ この条例の施行の際現に指定を受けている第８条の規定による改正前の

盛岡市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（以下「旧指定通所支援基準条例」という。）第６条第１項に規定

する指定児童発達支援事業者（次項及び附則第８項において「旧指定児童

発達支援事業者」という。）については，新指定通所支援基準条例第６条

第１項及び第６項の規定にかかわらず，令和５年３月31日までの間は，な

お従前の例による。

６ この条例の施行の際現に指定を受けている第８条の規定による改正前の

盛岡市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（以下「旧指定通所支援基準条例」という。）第６条第１項に規定

する指定児童発達支援事業者（次項及び附則第８項において「旧指定児童

発達支援事業者」という。）については，新指定通所支援基準条例第６条

第１項及び第６項の規定にかかわらず，令和５年３月31日までの間は，な

お従前の例による。

７ 旧指定児童発達支援事業者に対する新指定通所支援基準条例第６条第３

項及び第７項の適用については，令和５年３月31日までの間，同条第３項

中「又は保育士」とあるのは「，保育士又は学校教育法（昭和22年法律第

26号）の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第

90条第２項の規定により大学への入学を認められた者，通常の課程による

12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当す

る学校教育を修了した者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以

上の資格を有すると認定した者であって，２年以上障害福祉サービスに係

る業務に従事したもの（以下「障害福祉サービス経験者」という。）」と，

同条第７項中「又は保育士の合計数」とあるのは「，保育士及び障害福祉

サービス経験者の合計数（看護職員を除く。）」とする。

７ 旧指定児童発達支援事業者に対する新指定通所支援基準条例第６条第３

項及び第７項の適用については，令和５年３月31日までの間，同条第３項

中「又は保育士」とあるのは「，保育士又は学校教育法（昭和22年法律第

26号）の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第

90条第２項の規定により大学への入学を認められた者，通常の課程による

12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当す

る学校教育を修了した者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以

上の資格を有すると認定した者であって，２年以上障害福祉サービスに係

る業務に従事したもの（以下「障害福祉サービス経験者」という。）」と，

同条第７項中「又は保育士の合計数」とあるのは「，保育士及び障害福祉

サービス経験者の合計数（看護職員を除く。）」とする。

８ 旧指定児童発達支援事業者については，令和４年３月31日までの間は，

新指定通所支援基準条例第７条第６項の規定は，適用しない。

８ 旧指定児童発達支援事業者については，令和４年３月31日までの間は，

新指定通所支援基準条例第７条第６項の規定は，適用しない。

（旧基準該当児童発達支援事業者の従業者の員数に係る経過措置） （旧基準該当児童発達支援事業者の従業者の員数に係る経過措置）

９ この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第60条第１項に規定す

る基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている同項に規定する基準

該当児童発達支援事業者（次項において「旧基準該当児童発達支援事業者」

という。）については，新指定通所支援基準条例第60条第１項の規定にか

かわらず，令和５年３月31日までの間は，なお従前の例による。

９ この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第60条第１項に規定す

る基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている同項に規定する基準

該当児童発達支援事業者（次項において「旧基準該当児童発達支援事業者」

という。）については，新指定通所支援基準条例第60条第１項の規定にか

かわらず，令和５年３月31日までの間は，なお従前の例による。

10 旧基準該当児童発達支援事業者については，旧指定通所支援基準条例第

60条第３項の規定は，令和５年３月31日までの間は，なおその効力を有す

る。

10 旧基準該当児童発達支援事業者については，旧指定通所支援基準条例第

60条第３項の規定は，令和５年３月31日までの間は，なおその効力を有す

る。

（旧指定放課後等デイサービス事業者の従業者の員数に係る経過措置） （旧指定放課後等デイサービス事業者の従業者の員数に係る経過措置）

11 この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準条例第79

条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者（次項において「旧

指定放課後等デイサービス事業者」という。）については，新指定通所支

援基準条例第79条第１項及び第６項の規定にかかわらず，令和５年３月31

日までの間は，なお従前の例による。

11 この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準条例第79

条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者（次項において「旧

指定放課後等デイサービス事業者」という。）については，新指定通所支

援基準条例第79条第１項及び第６項の規定にかかわらず，令和５年３月31

日までの間は，なお従前の例による。

12 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準条例第12 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準条例第
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改正後 改正前

79条第３項及び第７項の適用については，令和５年３月31日までの間，同

条第３項中「又は保育士」とあるのは，「，保育士又は学校教育法の規定

による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第90条第２項の

規定により大学への入学を認められた者，通常の課程による12年の学校教

育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を

修了した者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有

すると認定した者であって，２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事

したもの（以下「障害福祉サービス経験者」という。）」と，同条第７項

中「又は保育士の合計数」とあるのは「，保育士又は障害福祉サービス経

験者の合計数（看護職員を除く。）」とする。

79条第３項及び第７項の適用については，令和５年３月31日までの間，同

条第３項中「又は保育士」とあるのは，「，保育士又は学校教育法の規定

による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第90条第２項の

規定により大学への入学を認められた者，通常の課程による12年の学校教

育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を

修了した者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有

すると認定した者であって，２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事

したもの（以下「障害福祉サービス経験者」という。）」と，同条第７項

中「又は保育士の合計数」とあるのは「，保育士又は障害福祉サービス経

験者の合計数（看護職員を除く。）」とする。

（旧基準該当放課後等デイサービス事業者の従業員の員数に係る経過措

置）

（旧基準該当放課後等デイサービス事業者の従業員の員数に係る経過措

置）

13 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第86条第１項に規定す

る基準該当放課後等デイサービス  に関する基準を満たしている同項に

規定する基準該当放課後等デイサービス事業者（次項において「旧基準該

当放課後等デイサービス事業者」という。）については，新指定通所支援

基準条例第86条第１項の規定にかかわらず，令和５年３月31日までの間は，

なお従前の例による。

13 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第86条第１項に規定す

る基準該当放課後等デイサービス支援に関する基準を満たしている同項に

規定する基準該当放課後等デイサービス事業者（次項において「旧基準該

当放課後等デイサービス事業者」という。）については，新指定通所支援

基準条例第86条第１項の規定にかかわらず，令和５年３月31日までの間は，

なお従前の例による。

14 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については，旧指定通所支援基

準条例第86条第３項の規定は，令和５年３月31日までの間，なおその効力

を有する。

14 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については，旧指定通所支援基

準条例第86条第３項の規定は，令和５年３月31日までの間，なおその効力

を有する。

附 則（令和３年条例第22号）

この条例は，公布の日から施行する。
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